
山梨県地域防災計画改正案新旧対照表 
本編頁数 旧 新 改正理由 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災の心得 

☆避 難 

2 避難の勧告,指示があったら何時でも避難できるように準備しておくこと。 

 

 

第１編 総則 

第１章 計画の目的と編成 

第１節 地域防災計画の概要 

 （略） 

○災害の軽減には、恒久的な災害対策と災害時の効果的対応が重要である

が、これらは一朝一夕に成せるものではなく、国、地方公共団体、公共機関、

住民それぞれが防災に向けて積極的かつ計画的な行動と相互協力の地道な

積み重ねにより達成するものである。 

 

 

第３章 防災の基本理念及び施策の概要 

（略） 

○   令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対

応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過

密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り

入れた防災対策を推進する必要がある。 

 

各段階における基本理念及びこれにのっとり実施すべき施策の概要は以

下のとおりである。 

 

１ 災害予防 

（略） 

・ 発災時の災害応急対策及びその後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行

うため、平常時から施設・設備・資機材等の整備・充実、食料・飲料水等の

備蓄、関係機関（民間企業、ボランティア、ＮＰＯ及びＮＧＯ等を含む）相互

の協力体制の構築に向けた、共同での実践的な訓練や研修、及び協定の

防災の心得 

☆避 難 

2 避難の勧告,指示があったら何時でも避難できるように準備しておくこと。 

 

 

第１編 総則 

第１章 計画の目的と編成 

第１節 地域防災計画の概要 

 （略） 

○災害の軽減には、恒久的な災害対策と災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合（以下「災害時」という。）の効果的対応が重要であるが、これらは

一朝一夕に成せるものではなく、国、地方公共団体、公共機関、住民それぞ

れが防災に向けて積極的かつ計画的な行動と相互協力の地道な積み重ねに

より達成するものである。 

 

第３章 防災の基本理念及び施策の概要 

（略） 

○   令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対

応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過

密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り

入れた防災対策を推進する必要がある。 

 

各段階における基本理念及びこれにのっとり実施すべき施策の概要は以

下のとおりである。 

 

１ 災害予防 

（略） 

・ 災害時の災害応急対策及びその後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行

うため、平常時から施設・設備・資機材等の整備・充実、食料・飲料水等の

備蓄、関係機関（民間企業、ボランティア、ＮＰＯ及びＮＧＯ等を含む）相互

の協力体制の構築に向けた、共同での実践的な訓練や研修、及び協定の

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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締結等を行う。 

（略） 

 

２ 災害応急対策 

・ 東海地震予知情報、南海トラフ地震に関連する情報等の伝達、県民の避難

誘導及び           災害未然防止活動を行う。 

・災害が発生するおそれがある場合は災害の危険予測を、発災直後の被害

規模の早期把握に関する情報の迅速な収集及び伝達、並びにそのための

通信手段の確保を行う。 

（略） 

 

 

第２編 一般災害編 

第１章 地域防災計画・一般災害編の概要 

第１節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

  第１ 県 

   ２ 災害応急対策 

    (1) （略） 

    (2) 警報の発令及び伝達、避難の勧告又は指示並びに、市町村が避

難勧告又は指示を行う際において必要な助言の実施 

    (3)～(10) （略） 

    (11) 広域避難及び広域一時滞在に関する協定の締結 

    (12) （略） 

 

第３ 指定地方行政機関 

17 国土地理院関東測量部 

     (1)～(3) （略） 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 防災組織の充実 

締結等を行う。 

（略） 

 

２ 災害応急対策 

・ 東海地震予知情報、南海トラフ地震に関連する情報等の伝達、県民の避難

誘導及び所管施設の緊急点検等の災害未然防止活動を行う。 

・ 災害が発生するおそれがある場合は災害の危険予測を、発災直後は被害

規模の把握を、それぞれ早期に行うとともに、情報の迅速な収集及び伝

達、並びにそのための通信手段の確保を行う。 

（略） 

 

 

第２編 一般災害編 

第１章 地域防災計画・一般災害編の概要 

第１節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ 県 

   ２ 災害応急対策 

    (1) （略） 

    (2) 警報の発令及び伝達、避難の勧告又は指示並びに、市町村が避

難      指示を行う際において必要な助言の実施 

    (3)～(10) （略） 

    (11) 広域避難及び広域一時滞在に関する協定の締結 

    (12) （略） 

 

第３ 指定地方行政機関 

17 国土地理院関東地方測量部 

(1)～(3) （略） 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 防災組織の充実 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

 

国土地理

院関東地

方測量部

修正 
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26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市町村の防災組織 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 応急体制の整備 

  ・市町村は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整

備を図り、災害対策本部の充実・強化に努めるものとする。 

・市町村は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時に

おける優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための

役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。 

 

４ 自主防災組織 

 （１）、（２） （略） 

 (3) 組織の編成及び活動 

  （略） 

  ア、イ （略） 

  ウ 災害発生時の活動 

(ｱ)地域内の被害状況等の情報の収集、住民に対する避難勧告・指示の

伝達 

(ｲ)～(ｶ) （略） 

 

第２節 防災知識の普及・教育及び防災訓練 

１ 防災知識の普及・教育 

自らの安全は自らが守るのが防災の基本であり、住民がその自覚を持ち食

料・飲料水等の備蓄など、自らの身の安全を守るよう行動することが重要であ

る。また住民が、災害時には初期消火や近隣の負傷者及び避難行動要支援

者の支援、避難所で自ら行動、あるいは市町村等の防災活動に協力するなど

防災への寄与が必要となる。このため、県や市町村は、防災に携わる職員の

資質を高めることと合わせて、住民に自主防災思想の普及を図っていく。 

この際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配

慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるととも

に、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努

める。 

２ 市町村の防災組織 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 応急体制の整備 

  ・市町村は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整

備を図り、災害対策本部の充実・強化に努めるものとする。 

・市町村は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時に

おける優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための

役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。 

 

４ 自主防災組織 

 （１）、（２） （略） 

 (3) 組織の編成及び活動 

  （略） 

  ア、イ （略） 

  ウ 災害発生時の活動 

(ｱ)地域内の被害状況等の情報の収集、住民に対する避難   指示の

伝達 

(ｲ)～(ｶ) （略） 

 

第２節 防災知識の普及・教育及び防災訓練 

１ 防災知識の普及・教育 

自らの安全は自らが守るのが防災の基本であり、住民がその自覚を持ち食

料・飲料水等の備蓄など、自らの身の安全を守るよう行動することが重要であ

る。また住民が、災害時には初期消火や近隣の負傷者及び避難行動要支援

者の支援、避難所で自ら行動、あるいは市町村等の防災活動に協力するなど

防災への寄与が必要となる。このため、県や市町村は、防災に携わる職員の

資質を高めることと合わせて、住民に自主防災思想の普及を図っていく。 

この際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配

慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるととも

に、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努

める。 
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基本法改

正のため 
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また、国及び地方公共団体は、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底

や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を促進す

るため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住民主体

の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を図る

ものとする。 

過去の災害の教訓を踏まえ、全ての国民が災害から自らの命を守るために

は、国民一人一人が確実に避難できるようになることが必要である。このた

め、地域の関係者の連携の下、居住地、職場、学校等において、地域の災害

リスクや自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）等の必要な

知識を教える実践的な防災教育や避難訓練を実施する必要がある。 

 

(8) 企業防災の促進 

（略） 

・ 企業は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員

等が屋外を移動することのないよう、また、避難を実施する場合における

混雑・混乱等を防ぐため、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など

不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

２ 防災訓練の実施 

県をはじめとする各防災関係機関は、複合的な災害を視野に入れ、災害発

生時等に効果的な防災活動が実施できるよう次の訓練を実施する。 

また、訓練の実施に当たっては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦

などの要配慮者に十分配慮し、要配慮者を支援する体制が整備されるよう努

めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮

するよう努めるものとする。 

大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう，関係機関と連携し

て，実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況

下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極

的に実施するものとする。 

また、国及び地方公共団体は、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底

や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を促進す

るため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住民主体

の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を図る

ものとする。 

過去の災害の教訓を踏まえ、全ての国民が災害から自らの命を守るために

は、国民一人一人が確実に避難できるようになることが必要である。このた

め、地域の関係者の連携の下、居住地、職場、学校等において、地域の災害

リスクや自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）等の必要な

知識を教える実践的な防災教育や避難訓練を実施する必要がある。 

 

(8) 企業防災の促進 

（略） 

・ 企業は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員

等が屋外を移動することのないよう、また、避難を実施する場合における

混雑・混乱等を防ぐため、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など

不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

２ 防災訓練の実施 

県をはじめとする各防災関係機関は、複合的な災害を視野に入れ、災害発

生時等に効果的な防災活動が実施できるよう次の訓練を実施する。 

また、訓練の実施に当たっては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦

などの要配慮者に十分配慮し、要配慮者を支援する体制が整備されるよう努

めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮

するよう努めるものとする。 

大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう，関係機関と連携し

て，実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況

下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極

的に実施するものとする。 
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計画修正

のため 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 
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基本法改

正のため 

防災基本

計画修正
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34 

 

 

 

 

 

なお、訓練後には事後評価を行い、課題を明らかにするとともに、必要に応

じて改善を行う。 

 

第３節 防災施設及び防災資機材の整備、拡充 

１ 防災施設の整備 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 防災活動拠点 

    （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

※警察、自衛隊、消防、国土交通省の使用が無い場合には、県災害対策本

部で調整のうえ、ライフライン機関の活動拠点としても使用する。 

 

第５節 風水害等予防対策 

１ 流域治水 

気候変動により増大する水災害リスクに備えるため、“あらゆる洪水に対し

て、人命を守り、資産等の被害軽減・解消“を目標に、流域全体でのハード・ソ

フト一体となった総合的な防災減災対策である流域治水を推進する。 

１ 山地の災害予防(森林環境部) 

なお、訓練後には事後評価を行い、課題を明らかにするとともに、必要に応

じて改善を行う。 

 

第３節 防災施設及び防災資機材の整備、拡充 

１ 防災施設の整備 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 防災活動拠点 

    （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※警察、自衛隊、消防、国土交通省の使用が無い場合には、県災害対策本

部で調整のうえ、ライフライン機関の活動拠点としても使用する。 

 

第５節 風水害等予防対策 

１ 流域治水 

気候変動により増大する水災害リスクに備えるため、“あらゆる洪水に対し

て、人命を守り、資産等の被害軽減・解消“を目標に、流域全体でのハード・ソ

フト一体となった総合的な防災減災対策である流域治水を推進する。 

２ 山地の災害予防(林政部) 

のため 

 

 

 

 

 

 

 

道路管理

課修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治水課修

正 

 

 

 

№ 拠点施設名 所在地 管理者 使途

1 小瀬スポーツ公園 甲府市 県 警察、自衛隊、消防、国土交通省

2 富士北麓公園 富士吉田市 県 警察、自衛隊、消防

3 櫛形総合公園 南アルプス市 市 自衛隊、消防

4 富士川クラフトパーク 身延町 県 警察、自衛隊、消防

5 山梨県立防災安全センター 中央市 県 自衛隊、消防

6 緑が丘スポーツ公園 甲府市 県・市 自衛隊、消防

7 笛吹川フルーツ公園 山梨市 県 警察、自衛隊、消防

8 曽根丘陵公園 甲府市 県 自衛隊、消防

9 桂川ウェルネスパーク 大月市 県 警察、自衛隊、消防

10 韮崎中央公園 韮崎市 市 警察、自衛隊、消防

11 アイメッセ山梨 甲府市 県 物流事業者等

12 防災道の駅富士川 富士川町 国・市 警察、自衛隊、消防、国土交通省

№ 拠点施設名 所在地 管理者 使途

1 小瀬スポーツ公園 甲府市 県 警察、自衛隊、消防、国土交通省

2 富士北麓公園 富士吉田市 県 警察、自衛隊、消防

3 櫛形総合公園 南アルプス市 市 自衛隊、消防

4 富士川クラフトパーク 身延町 県 警察、自衛隊、消防

5 山梨県立防災安全センター 中央市 県 自衛隊、消防

6 緑が丘スポーツ公園 甲府市 県・市 自衛隊、消防

7 笛吹川フルーツ公園 山梨市 県 警察、自衛隊、消防

8 曽根丘陵公園 甲府市 県 自衛隊、消防

9 桂川ウェルネスパーク 大月市 県 警察、自衛隊、消防

10 韮崎中央公園 韮崎市 市 警察、自衛隊、消防

11 アイメッセ山梨 甲府市 県 物流事業者等
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35 
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(1)～(4) 略 

２ 河川対策(県土整備部) 

(1) 河川改修 

本県の河川は、１級河川３水系、601 河川、２級河川９で総延長

2,095.6km である。 

(略) 

また、山梨県水防計画にある重要水防区域にある河川についても河

川改修を進める。 

 (2)～(3) （略） 

 (4) 警戒避難体制の整備、ハザードマップの公表 

   （略） 

    市町村は、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始

について、避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュア

ルを作成し、住民へ日頃から周知徹底するものとする。 

 (5) ダムによる洪水調節 

洪水調節のため貯留水の放流にあたって、下流域の住民の安全と河

川施設等の保全を図るため、関係市町村や防災関係機関との情報伝達

体制の整備及び警報局の整備に努める。 

また、ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するにあたり、洪水

調節容量を使用する洪水調節に加えて、事前放流より一時的に洪水を調

節するための容量を利水容量から確保する。 

 

３ 砂防対策          (県土整備部) 

             

本県の河川は流路延長が短く、急峻な地形に加え地質的にも脆弱な地

層が多く荒廃しやすい要因が重なっているので、豪雨の際の渓流における

生産土砂の抑止、流速土砂の貯留、調節、流路の安定、地すべり防止等の

ため、砂防ダム、流路工等一連の砂防事業を実施する。 

 (1)  住民等に対する防災知識の普及 

県下に地すべりの土砂災害警戒区域が平成31年4月1日現在289箇所

で、その内「地すべり等防止法」に基づく地すべり防止区域は、平成31年

(1)～(4) 略 

３ 河川対策(県土整備部) 

(1) 河川改修 

本県の河川は、１級河川３水系、601 河川、２級河川 9 河川で総延長

2,095.6km である。 

(略) 

また、山梨県水防計画における重要水防区域にある河川についても

河川改修を進める。 

 (2)～(3) （略） 

 (4) 警戒避難体制の整備、ハザードマップの公表 

   （略） 

    市町村は、避難指示           、       高齢者等避難    

について、避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュア

ルを作成し、住民へ日頃から周知徹底するものとする。 

 (5) ダムによる洪水調節 

洪水調節のため貯留水の放流にあたって、下流域の住民の安全と河

川施設等の保全を図るため、関係市町村や防災関係機関との情報伝達

体制の整備及び警報局の整備に努める。 

また、ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するにあたり、洪水

調節容量を使用する洪水調節に加えて、事前放流より一時的に洪水を調

節するための容量を利水容量から確保する。 

 

４ 砂防対策（土砂災害対策）(県土整備部) 

(1)土石流対策 

本県の河川は流路延長が短く、急峻な地形に加え地質的にも脆弱な地

層が多く荒廃しやすい要因が重なっているので、豪雨の際の渓流における

生産土砂の抑止、流速土砂の貯留、調節、流路の安定、地すべり防止等の

ため、砂防堰堤、渓流保全工等一連の砂防事業を実施する。 

(1)  住民等に対する防災知識の普及 

県下に地すべりの土砂災害警戒区域が平成31年4月1日現在289箇所

で、その内「地すべり等防止法」に基づく地すべり防止区域は、平成31年

 

治水課修

正 

 

 

 

治水課修

正 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

 

治水課修

正 

 

 

砂防課修

正 
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4月1日現在34箇所あり、積極的に対策工事を推進する。 

 

４ 急傾斜地崩壊防止対策(県土整備部) 

本県は地形的、地質的に崩れやすい地域が多く、そのうち急傾斜地付近

に存在する人家も多いので、豪雨の際の急傾斜地の崩壊による 人的、物

的被害の発生が予想される。 

そこで、次の対策を推進する。 

 

(3)地すべり防止対策 

県南部の峡南地域では、糸魚川・静岡構造線が走り、急峻な地形と脆弱

な地質構造が分布し、県内有数の地すべり地帯を抱えており、排水施設、

擁壁、その他の防止施設を整備し地すべり防止事業を実施する。 

(8) 雪崩防止対策 

豪雪地帯対策特別措置法により指定された豪雪地帯において、雪崩

による災害から人命を守るため、集落の保護を対象として知事が必要に

応じ雪崩防止工事を実施する。 

 

(5)危険箇所からの移転の促進 

(5) 防災のための集団移転促進事業 

県及び市町村は、災害の発生地又は建築基準法に定める災害危険

区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の

集団的移転を助成し促進する。 

(6) がけ地近接等危険住宅移転事業 

県及び市町村は、災害による危険から人命を守るため、建築基準法の

規定による災害危険区域等にある住宅の除去・移転を助成し促進する。 

(6)各種規制による災害防止対策 

(9) 宅地造成対策 

県は、「宅地造成規制法」及び「山梨県宅地開発事業の基準に関する

条例」に基づき、宅地造成事業を規制して宅地造成に伴う崖崩れ等の災

害を防止する。 

(10) ゴルフ場等造成対策(森林環境部) 

4月1日現在34箇所あり、積極的に対策工事を推進する。 

 

(2) 急傾斜地崩壊防止対策(県土整備部) 

本県は地形的、地質的に崩れやすい地域が多く、      急傾斜地

付近に存在する人家も多いため、豪雨の際の急傾斜地の崩壊による、人

的、物的被害が予想され、急傾斜地の所有者等が防災工事を行うことが

困難又は不適当な場合には、県により擁壁や斜面対策などの崩壊対策

事業を実施する。 

(3)地すべり防止対策 

県南部の峡南地域では、糸魚川・静岡構造線が走り、急峻な地形と脆弱

な地質構造が分布し、県内有数の地すべり地帯を抱えており、排水施設、

擁壁、その他の防止施設を整備し地すべり防止事業を実施する。 

(4)雪崩防止対策 

 豪雪地帯対策特別措置法により指定されている、南アルプス市のうち旧

芦安村の区域と南巨摩郡早川町において、雪崩による災害から人命を守る

ため、集落の保護を対象として知事が必要に応じ雪崩防止工事を実施す

る。 

(5)危険箇所からの移転の促進 

・防災のための集団移転促進事業 

   県及び市町村は、災害の発生地又は建築基準法に定める災害危険区域

のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団

的移転を助成し促進する。 

・がけ地近接等危険住宅移転事業 

   県及び市町村は、災害による危険から人命を守るため、建築基準法の規

定による災害危険区域等にある住宅の除去・移転を助成し促進する。 

(6)各種規制による災害防止対策 

・宅地造成対策 

   県は、「宅地造成規制法」及び「山梨県宅地開発事業の基準に関する条

例」に基づき、宅地造成事業を規制して住宅造成に伴う崖崩れ等の災害

を防止する。 

・ゴルフ場等造成対策（林政部） 

砂防課修

正 

砂防課修

正 

 

 

 

 

砂防課修

正 

 

 

砂防課修

正 

 

 

 

砂防課修

正 

 

 

 

砂防課修

正 

 

 

砂防課修

正 

 

 

砂防課修
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36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県は、「山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例」に基づ

き、造成事業を規制し災害を防止する。 

(11) 土石採取対策(森林環境部) 

県は、「山梨県岩石採取計画許可事務取扱要綱」「山梨県山・陸砂利

採取計画認可事務取扱要綱」「山梨県土採取規制条例」に基づき、土石

の採取について必要な規制を行い、採取に伴う土砂等の崩壊及び流出

並びに粉塵等による災害を防止する。 

(1) 危険箇所の巡視等の強化 

市町村及び防災関係機関は、豪雨の際、事前に適切な措置がとれる

よう随時巡視を実施し、必要に応じて危険箇所の土地の所有者、管理

者、占有者に対し、防災工事を施すなどの改善措置をとるよう強力に指

導するものとする。 

(2) 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

県下に急傾斜の土砂災害警戒区域は平成31年4月1日現在4,360箇所

でそのうち知事は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に

基づいて、市町村長の意見を聞いて、崩壊のおそれのある地域を急傾斜

地崩壊危険区域として指定する。 

指定した区域は、平成31年4月1日現在395箇所である。 

なお、これらの地域は建築基準法第39条に基づく災害危険区域として

併せて指定される。 

(3) 簡易雨量観測器の設置及び観測 

市町村長は設置済又は今後設置の簡易雨量観測器によって雨量を観

測し、県の公表する災害発生想定危険雨量と比較し、緊急時における警

戒避難の目安とするものとする。 

なお、設置機器の維持・点検は市町村において行うものとする。 

(4) 急傾斜地の崩壊に対する知識の普及 

県及び市町村は、警戒区域の住民に対し、急傾斜地の災害の予防対

策に対する事項、急傾斜地に係る法令等に関する知識の普及を図る。 

 (7) 急傾斜地崩壊防止対策 

急傾斜地崩壊危険区域内の自然崖に対し、急傾斜地の所有者等が防

災工事を行うことが困難又は不適当な場合  は、知事が必要に応じ急

   県は、「山梨県ゴルフ場等造成事業の適性化に関する条例」に基づき、

造成事業を規制し災害を防止する。 

・土石採取対策（林政部） 

   県は、「山梨県岩石採取計画許可事務取扱要綱」「山梨県山・陸砂利採

取計画認可事務取扱要綱」「山梨県土採取規制条例」に基づき、土砂の

採取について必要な規制を行い、採取に伴う土砂等の崩壊及び流出並

びに粉塵等による災害を防止する。 

(1) 危険箇所の巡視等の強化 

市町村及び防災関係機関は、豪雨の際、事前に適切な措置がとれる

よう随時巡視を実施し、必要に応じて危険箇所の土地の所有者、管理

者、占有者に対し、防災工事を施すなどの改善措置をとるよう強力に指

導するものとする。 

(2) 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

県下に急傾斜の土砂災害警戒区域は平成31年4月1日現在4,360箇所

でそのうち知事は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に

基づいて、市町村長の意見を聞いて、崩壊のおそれのある地域を急傾斜

地崩壊危険区域として指定する。 

指定した区域は、平成31年4月1日現在395箇所である。 

なお、これらの地域は建築基準法第39条に基づく災害危険区域として

併せて指定される。 

(3) 簡易雨量観測器の設置及び観測 

市町村長は設置済又は今後設置の簡易雨量観測器によって雨量を観

測し、県の公表する災害発生想定危険雨量と比較し、緊急時における警

戒避難の目安とするものとする。 

なお、設置機器の維持・点検は市町村において行うものとする。 

(4) 急傾斜地の崩壊に対する知識の普及 

県及び市町村は、警戒区域の住民に対し、急傾斜地の災害の予防対

策に対する事項、急傾斜地に係る法令等に関する知識の普及を図る。 

 (7) 急傾斜地崩壊防止対策 

急傾斜地崩壊危険区域内の自然崖に対し、急傾斜地の所有者等が防

災工事を行うことが困難又は不適当な場合  は、知事が必要に応じ急

正 

 

砂防課修

正 

 

 

 

砂防課修

正 

 

 

 

砂防課修

正 

 

 

 

 

 

 

砂防課修

正 

 

 

 

砂防課修

正 

 

砂防課修

正 
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傾斜地崩壊防止工事を実施する。 

 

５ 土砂災害警戒区域等における対策（県土整備部） 

   （略） 

 (2) 土砂災害警戒区域等の指定 

県は、市町村長の意見を聴いて、土砂災害の発生するおそれのある

区域を土砂災害警戒区域として指定し、また、土砂災害警戒区域のうち

建築物に損壊を生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそ

れのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定を行うとともに、土砂

災害防止法に定められた必要な施策を講ずる。（資料編Ⅱに「４ 土砂災

害警戒区域、特別警戒区域一覧表」を掲載）                                                    

                                                  

                 

(3) 警戒避難体制の整備、ハザードマップの公表 

市町村は、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集

及び伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助その他必要な警戒避難

体制に関する事項について、市町村地域防災計画に定めるものとする。 

また、土砂災害警戒区域内に主として防災上の配慮を要する者が利

用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行

われるよう土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めるものとする。 

なお、市町村長は、土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難体制

を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記

載したハザードマップなど、印刷物の配布その他の必要な措置を講じな

ければならない。 

 

 (4) 土砂災害警戒情報 

   ア 土砂災害警戒情報の目的 

     大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、市町村長が防

災活動や住民等への避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行え

るよう支援すること、また、住民の自主避難の判断等に活用することを

目的とする。 

傾斜地崩壊防止工事を実施する。 

 

５ 土砂災害警戒区域等における対策（県土整備部） 

   （略） 

 (2) 土砂災害警戒区域等の指定 

県は、市町村長の意見を聴いて、土砂災害の発生するおそれのある

区域を土砂災害警戒区域として指定し、また、土砂災害警戒区域のうち

建築物に損壊を生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそ

れのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定を行うとともに、土砂

災害防止法に定められた必要な施策を講ずる。（資料編Ⅱに「４ 土砂災

害警戒区域、特別警戒区域一覧表」を掲載）。県はホームページ等を通

じて警戒区域の周知や土砂災害に対する危険性について、防災意識、

知識の普及を図る。 

(3) 警戒避難体制の整備、ハザードマップの公表 

市町村は、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集

及び伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助その他必要な警戒避難

体制に関する事項について、市町村地域防災計画に定めるものとする。 

また、土砂災害警戒区域内に主として防災上の配慮を要する者が利

用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行

われるよう、避難確保計画の作成、避難訓練の実施等の支援を行い、警

戒避難体制の整備を定めるものとする。  

なお、市町村長は、土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難体制

を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記

載したハザードマップなど、印刷物の配布その他の必要な措置を講じな

ければならない。 

(4) 土砂災害警戒情報 

ア 土砂災害警戒情報の目的 

     大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、市町村長が防

災活動や住民等への避難指示等の災害応急対応を適時適切に行え

るよう支援すること、また、住民の自主避難の判断等に活用することを

目的とする。 

砂防課修

正 

 

 

 

砂防課修

正 

 

 

 

 

 

 

 

砂防課修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ、ウ （略） 

エ 土砂災害警戒情報の捕捉情報 

     県は、土砂災害の危険度等をメッシュ単位で分割し地図上に表示した

情報（補足情報）をインターネットで公開する。 

   オ、カ （略） 

   キ 市町村地域防災計画 

      市町村は、市町村地域防災計画に土砂災害警戒情報について、住

民への避難勧告等の発令基準のひとつとして定める。避難勧告等は、

土砂災害警戒情報、補足情報、前兆現象、現地の地形・地質など地域

の特性をふまえ、総合的に判断し発令する。 

ク 住民の避難誘導体制 

市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災

害警戒情報等が発表された場合に直ちに避難勧告等を発令すること

を基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するものとする。

また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町村をいくつかの

地域に分割した上で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、危険

度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域

等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよう、発令範囲をあらかじめ

具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努めるものとす

る。 

     （略） 

 

６ 農地災害予防対策(農政部) 

 （略） 

(1) 農業用ため池の防災・減災対策 

本県では、ため池等整備事業などの農村地域防災減災事業により、

老朽化した農業用ため池の整備を進めてきた。 

また、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的

被害を与えるおそれのある農業用ため池について、「防災重点    た

め池」に選定するとともに、公表している。 

今後は、この「防災重点    ため池」を中心として、耐震や豪雨等に

イ、ウ （略） 

エ 土砂災害警戒情報の補足情報 

県は、土砂災害の危険度等をメッシュ単位で分割し地図上に表示し

た情報（補足情報）をインターネットで公開する。 

オ、カ （略） 

キ 市町村地域防災計画 

      市町村は、市町村地域防災計画に土砂災害警戒情報について、住

民への避難指示等の発令基準のひとつとして定める。避難指示等は、

土砂災害警戒情報、補足情報、前兆現象、現地の地形・地質など地域

の特性をふまえ、総合的に判断し発令する。 

ク 住民の避難誘導体制 

市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災

害警戒情報等が発表された場合に直ちに避難指示等を発令すること

を基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定するものとする。

また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町村をいくつかの

地域に分割した上で、土砂災害の危険度分布等を用い、危険度の高

まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞

り込んで避難指示等を発令できるよう、発令対象区域をあらかじめ具

体的に設定するとともに、必要に応じて見直す     ものとする。 

  

    （略） 

 

６ 農地災害予防対策(農政部) 

（略） 

(1) 農業用ため池の防災・減災対策 

本県では、ため池等整備事業などの農村地域防災減災事業により、

老朽化した農業用ため池の整備を進めてきた。 

また、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的

被害を与えるおそれのある農業用ため池について、「防災重点農業用た

め池」に選定するとともに、公表している。 

今後は、この「防災重点農業用ため池」を中心として、耐震や豪雨等に

 

砂防課修

正 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

耕地課修

正 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対して必要な機能を有していないため池や老朽化した施設については、

関係市町村等と連携し、地域の合意形成を図りつつ、計画的な耐震化・

豪雨時の洪水対策に取り組むこととしている。 

また、ため池が決壊した場合の浸水想定地域等を示した「ハザードマッ

プ」や「緊急連絡網」の随時更新を図り緊急時の迅速な避難行動につな

げるとともに、ため池管理者への指導や豪雨後・災害時の点検等を行う

体制の構築等、保全管理体制の強化を推進する。 

 （２）～（５） （略） 

 

７ 農作物災害予防対策(農政部) 

  （略） 

花

き

農

水

産

課

耕

地

課

果

樹

･

６

次

産

業

振

興

課

畜

産

課

○　勤務時間外における気象情報伝達網

農務事務所

地 域 農 政 課
農 業 農 村 支 援 課

甲府地方気象台 防災危機管理課

市
　
町
　
村

農
　
　
協

集
　
　
　
落
　
・
　
農
　
　
　
家農 業 基 盤 課

農

政

総

務

課

農

村

振

興

課

家 畜 保 健 衛 生 所

農業技術課
（担い手・農地対策室）

農業革新支援センター
（総合農業技術センター）

（果樹試験場）
（畜産酪農技術センター）

 

 

第６節 雪害予防対策 

１～５ （略） 

対して必要な機能を有していないため池や老朽化した施設については、

関係市町村等と連携し、地域の合意形成を図りつつ、計画的な耐震化・

豪雨時の洪水対策に取り組むこととしている。 

また、ため池が決壊した場合の浸水想定地域等を示した「ハザードマッ

プ」や「緊急連絡網」の随時更新を図り緊急時の迅速な避難行動につな

げるとともに、ため池管理者への指導や豪雨後・災害時の点検等を行う

体制の構築等、保全管理体制の強化を推進する。 

（２）～（５） （略） 

 

７ 農作物災害予防対策(農政部) 

（略） 

農業革新支援センター
（農技・総技セ・果試・畜酪セ）

農務事務所

地 域 農 政 課
農 業 農 村 支 援 課

家 畜 保 健 衛 生 所

農

村

振

興

課

耕

地

課

○　勤務時間外における気象情報伝達網

甲府地方気象台 防災危機管理課

市
　
町
　
村

集
　
　
　
落
　
・
　
農
　
　
　
家

農業技術課

農
　
　
協

農

政

総

務

課

担

い

手

・

農

地

対

策

課

販

売

・

輸

出

支

援

課

果

樹

･
６

次

産

業

振
興

課

畜

産

課

食

糧

花

き

水

産

課

農 業 基 盤 課

 

 

第６節 雪害予防対策 

１～５ （略） 

耕地課修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業技術

課修正 
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 広報活動 

県、市町村等防災関係機関は、県民の防災意識の高揚を図るとともに、防

災知識の普及啓発、除排雪等にかかる注意喚起に継続的に努めるものとす

る。 

また、県及び市町村は、県民に対し、食料・飲料水等の備蓄、非常持出品

の準備等、家庭で実施する予防・安全対策及び降積雪時にとるべき行動など

について、防災知識の普及啓発を図る。また、道路交通に関しては、集中的

な大雪が予測される場合において、不要・不急の道路利用を控えることが重

要であることについて、周知に努めるものとする。 

７ 略 

 

第７節 建築物災害予防対策 

１ 不燃建築物の建設促進対策 

  （略） 

(1) 建築物が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれのある地

域について、防火地域及び準防火地域を指定し、建築物の構造制限等

不燃建築物の建設について指導を行う。 

ア 地域指定の状況 

     （略） 

イ 建築物の建築状況 

 建築物の構造別面積 

県下の平成10年から平成29年までの着工建築物の構造面積は

次のとおりである。 

６ 広報活動 

県、市町村等防災関係機関は、県民の防災意識の高揚を図るとともに、防

災知識の普及啓発、除排雪等にかかる注意喚起に継続的に努めるものとす

る。 

また、県及び市町村は、県民に対し、食料・飲料水等の備蓄、非常持出品

の準備等、家庭で実施する予防・安全対策及び降積雪時にとるべき行動など

について、防災知識の普及啓発を図る。また、道路交通に関しては、集中的

な大雪が予測される場合において、不要・不急の道路利用を控えることが重

要であることについて、周知に努めるものとする。 

７ 略 

 

第７節 建築物災害予防対策 

１ 不燃建築物の建設促進対策 

  （略） 

(1) 建築物が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれのある地

域について、防火地域及び準防火地域を指定し、建築物の構造制限等

不燃建築物の建設について指導を行う。 

ア 地域指定の状況 

     （略） 

イ 建築物の建築状況 

 建築物の構造別面積 

県下の平成１１年から平成３０年までの着工建築物の構造面積は

次のとおりである。 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築住宅

課修正 
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42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 公共施設災害予防計画 

  (1) （略） 

(2) 県有建物の現況 

 
 

３ 公共施設災害予防計画 

  (1) （略） 

(2) 県有建物の現況 

建築住宅

課修正 
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43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 県有建物所管別―覧表 

    （平成３１年３月３１日現在） 

区分 
木造 非木造 

箇所数 面積（㎡） 箇所数 面積（㎡） 

総合政策部 0 0.00  7 1,195.47  

県民生活部 4 93.87  57  65,358.57  

リニア交通局 0 0.00  3 2,578.40  

総務部 3 49.76  120  88,479.44  

防災局 0 0.00  24  10,499.74  

福祉保健部 7 279.45  148  67,045.44  

森林環境部 79  7,994.94  81  11,342.20  

産業労働部 4 33.55  95  53,852.11  

観光部 10  243.48  11  4,301.18  

農政部 7 655.24  311  69,334.59  

県土整備部 31  2,860.75  1,210  673,747.37 

企業局 16  2,070.91  64  19,718.51  

教育委員会 19  1,441.41  1,110  640,10.27  

警察本部 21  1,888.78  746  107,931.56 

総計 201  17,612.14  3,987  1,815,494.32  

  

※ 箇所数は一施設を一箇所とした数字。ただし、同一施設内に木造、

非木造がある場合は、各々木造１、非木造１とし、施設の付属建物

(宿舎等)であっても離れているものは、別個の物として扱った。なお県

営住宅等集団住宅については一団地を一施設とした。 

 

  イ 今後の方針 

    （略） 

   

 

 

 

※ 箇所数は一施設を一箇所とした数字。ただし、同一施設内に木造、

非木造がある場合は、各々木造１、非木造１とし、施設の付属建物

(宿舎等)であっても離れているものは、別個の物として扱った。なお県

営住宅等集団住宅については一団地を一施設とした。 

 

イ 今後の方針 

  （略） 

   

 

 

財産管理

課修正 
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44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 文化財災害予防対策 

１ 保護の対象 

                        （令和元年 12 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 文化財保護対策 

(1) 国指定の文化財 

文化庁、県及び市町村の教育委員会は「文化財保護法」によって指定

された国宝等の文化財が適切に保存されるよう取り組んでいる。 

(2) 県及び市町村指定の文化財 

「県文化財保護条例」及び「市町村文化財保護条例」によって指定され

た文化財の保護は、それぞれの自治体が独自に重要な文化財を指定し

適切に保存されるよう取り組んでいる。この場合、同一物件が同時に国、

県、市町村指定となることはない。 

(3) 文化財の管理責任 

ア 文化財の管理については、所有者、管理団体及び管理責任者にそ

の責任を義務づけている。 

イ 所有者及び管理責任者の変更、指定物件の滅失、毀損、亡失、盗難

あるいは指定物件の現状の変更等の場合は、所在地の市町村教育

委員会を経て、国指定文化財については文化庁に、県指定文化財は

第８節 文化財災害予防対策 

１ 文化財所有者の管理責任等について 

(1) 山梨県文化財保護条例に定める所有者の管理義務等について 

 ○ 山梨県文化財保護条例において、県指定文化財の所有者、管理責任者

による文化財の管理を義務づけるとともに、所有者及び管理責任者の変

更、指定物件の滅失、毀損、亡失、盗難があった場合は、知事に届け出

るものとしている。 

○ 県指定文化財の修理は、所有者（管理団体がある場合は管理団体）が

行うものとし、その管理又は修理に多額の経費を要する場合、知事は、

その一部に充てるため補助金を交付することができるものとしている。 

(2) 文化財保護法に定める所有者の管理義務等について 

 ○ 文化財保護法において、国指定文化財の所有者、管理責任者または管

理団体による文化財の管理を義務づけるとともに、所有者及び管理責任

者の変更、指定物件の滅失、毀損、亡失、盗難があった場合は、文化庁

長官に届け出るものとしている。 

 ○ 国指定文化財の修理は、所有者（管理団体がある場合は管理団体）が

行うものとし、その管理又は修理に多額の経費を要する場合、政府は、

その一部に充てるため補助金を交付することができるものとしている。 

２ 山梨県文化財保存活用大綱における文化財の災害予防対策 

 県では、文化財の災害に備えると共に被災時の損傷を最小限に留めるた

め、令和元年度に文化財保護法に基づき策定した山梨県文化財保存活用

大綱に、文化財の防災及び災害発生時の対応について方針を定めてい

る。 

(1) 災害に備えた平時からの普及啓発 

①  普及啓発活動や防犯・防災対策の取り組みの促進 

○  「文化財防火デー」（1 月 26 日）に合わせて、県内の各所において防災

文 化 振

興 ・ 文 化

財課修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数 内訳 件数 内訳
建造物52（内国宝2）　 建造物66
美術工芸品57（内国宝3） 美術工芸品298

無形文化財
民俗文化財 5 無形4　　有形1 33 無形20　　有形13
史跡 16 27
名勝 6 特別名勝2　　名勝4 5
重要伝統的建造物群 2

天然記念物 34
特別天然記念物3
天然記念物31

106

県指定
区分

国指定

有形文化財 109 364
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県教育委員会に届け出るものとする。 

 

３ 文化財の防災施設 

指定文化財の防災施設(防火施設、保存庫)については、所有者及び管

理責任者の申請に基づき、予算の範囲内で補助金を交付する。補助金の

率は、国指定では国庫補助残50％が上限、県指定では50%が上限である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練や防火設備点検の実施等、防災に係る周知や普及啓発活動を促

進する。 

○  文化財所有者や管理責任者が、防犯や防災に関して日頃留意すべき

事項や、実際に災害が発生したときに取るべき一般的な対応を周知す

るマニュアルなどの作成や充足に努め、普及啓発と防犯・防災のため

の自主的な取り組みを促進する。 

② 文化財の現況の把握と防災スキルの向上 

○  平時における活動として、県は市町村と協力し、域内文化財の管理状

況等の現況把握や、救済活動の際に資する研修会や技能講習会の実

施に努める。 

③ 文化財防災ネットワークの設置・運用 

○  災害発生時に緊急的なレスキュー活動等を円滑に行うため、県が主

体となって、大学等の協力を得るなか、県立博物館と県内博物館施

設、市町村等による文化財に関する山梨県内での防災ネットワークを

構築する。 

○  国立文化財機構が主催する「文化財防災ネットワーク推進事業」との

連携を図り、防災発生時対応の体制強化に取り組む。 

○ 県は、文化財防災ネットワークの事務局として、各種活動のコーディ 

ネートや広域連携に関する調整を行う。 

(2) 被害情報の収集・緊急的なレスキュー活動など災害発生時に行う取り

組み 

① 文化財被災状況の収集、共有化 

○  文化財の被災に対する情報をいち早く共有化し、適切な対処に繋げ

る必要があることから、引き続き県と市町村が連携し、文化庁と密に情

報共有を図る。 

○  防災及び災害発生時の対応を強化するため、文化財の防災ネットワ

ークによる災害発生時における県と市町村、文化財所有者や管理責任

者が連携した文化財被災状況の収集、共有化を図る。 

② 被災時の対応 

文 化 振

興 ・ 文 化

財課修正 
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第１２節 要配慮者対策の推進 

１ 高齢者・障害者等の要配慮者対策 

 （略） 

 （1） （略） 

 (2) プライバシー保護に配慮した避難行動要支援者把握と避難誘導体制の

確立 

ア （略） 

イ 個々の避難行動要支援者に複数の支援員を配置し、地域の実情に

合わせた個別計画を作成するものとする。 

     なお、市町村は、市町村地域防災計画に基づき、関係部局の連携の

下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支

援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者

ごとに、作成の同意を得て、災害の危険性等地域の実情に応じて、優

先度の高い避難行動要支援者から、個別避難計画を作成するよう努

○  文化財が被災した場合は、文化財保護指導委員などの協力を得るな

か、県は市町村、文化財所有者や管理責任者等と連携し、できるだけ

速やかに状況を把握し情報の共有化を図るとともに、適切な危険回避

の措置を講じる。 

○  文化財の性状や被災の程度に応じた応急の手当について、県は、必

要に応じて県文化財保護審議委員や国立文化財機構などによる助言

や対応の依頼を求め、被害を最小限度にとどめるとともに、被災した文

化財の復旧への取り組みが速やかに着手されるよう努める。 

○  大規模災害が起きた場合には、優先すべき行動の後、可能な限り速

やかに文化財等の被災情報を収集、集約し、そして情報提供を行うな

ど、県、関係市町村等の間で情報の共有に努める。 

○  被災した市町村へは、必要とする支援内容の確認を行ったうえで、県

の職員の派遣や文化財保護審議委員への対応依頼、国立文化財機構

へのレスキュー要請など、人材派遣に関して調整を行う。さらに被災文

化財等の一時保管場所が必要な場合は、その確保のための調整を行

う。 

 

第１２節 要配慮者対策の推進 

１ 高齢者・障害者等の要配慮者対策 

 （略） 

 （1） （略） 

 (2) プライバシー保護に配慮した避難行動要支援者把握と避難誘導体制の

確立 

ア （略） 

イ 個々の避難行動要支援者に複数の支援員を配置し、地域の実情に

合わせた個別計画を作成するものとする。 

     なお、市町村は、市町村地域防災計画に基づき、関係部局の連携の

下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支

援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者

ごとに、作成の同意を得て、災害の危険性等地域の実情に応じて、優

先度の高い避難行動要支援者から、個別避難計画を作成するよう努

文 化 振

興 ・ 文 化

財課修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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めるものとする。また、個別避難計画については、避難行動要支援者

の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等

の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとと

もに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支

障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努めるものとす

る。  

ウ （略） 

  エ 健常者に先駆けて、東海地震「注意情報」発表時や南海トラフ地震に

関連する情報、市町村長の判断で出す「避難準備（避難行動要支援者避

難）情報」発表時に、避難行動要支援者を先行して早期に避難させる仕

組みづくりを図るものとする。 

オ 市町村は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住

する地区において、地区防災計画を定める場合は、地域全体での避難

が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた内容を前提とした

避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られ

るよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が

図られるよう努めるものとする。 

カ 市町村は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都

道府県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織

など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び

避難支援等実施者の同意、または、当該市町村の条例の定めがある

場合には、あらかじめ個別避難計画を提供するものとする。また、多様

な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制

の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層

図るものとする。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な

措置を講じるものとする。 

  キ 市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者につ

いても、避難支等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避

難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の

協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするもの

とする。 

めるものとする。また、個別避難計画については、避難行動要支援者

の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等

の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとと

もに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支

障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努めるものとす

る。 

  ウ （略） 

  エ 健常者に先駆けて、東海地震「注意情報」発表時や南海トラフ地震に

関連する情報、市町村長の判断で出す「高齢者等避難」発表時に、避難

行動要支援者を先行して早期に避難させる仕組みづくりを図るものとす

る。 

オ 市町村は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住

する地区において、地区防災計画を定める場合は、地域全体での避難

が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた内容を前提とした

避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られ

るよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が

図られるよう努めるものとする。 

カ 市町村は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都

道府県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織

など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び

避難支援等実施者の同意、または、当該市町村の条例の定めがある

場合には、あらかじめ個別避難計画を提供するものとする。また、多様

な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制

の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層

図るものとする。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な

措置を講じるものとする。 

  キ 市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者につ

いても、避難支等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避

難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の

協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするもの

とする。 

災害対策

基本法改

正のため 
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  ク 市町村は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計

画を作成する場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努めるもの

とする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努め

るものとする。 

 (3)～(8) （略） 

 

第３章 災害応急対策 

第１節 応急活動体制 

１ 県災害対策本部 

 (1)～(5) （略） 

（6）市町村庁舎被災時等の情報収集 

災害発生後、市町村の庁舎等が被災したことにより、市町村による被災

状況、及びこれに対して執られた措置の概要の報告をできなくなったものと

認められた場合、災害対策基本法第５３条第６項により、県は被災市町村

に替わり、次により当該災害に係る情報を可能な限り収集するよう努める。 

また、市町村が災害応急対策等により、報告が十分なされないと予想さ

れる場合は、当該市町村からの要請を待たずに市町村災害対策本部等に

職員を派遣し、必要な支援を行う。 

ア 被災地への職員派遣 

県は災害対策本部において、職員等の支援を必要とする市町村に派

遣し、情報の収集に努める。また、新型コロナウイルス感染症を含む感

染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理

やマスク着用等を徹底するものとする。 

 （7） （略） 

 (8) 県災害警戒本部 

   （略） 

  ア 風水害等 

a 複数の市町村で、洪水や土砂災害に係る避難勧告が発令される等の

状況が生じたとき 

b 県内の広範囲な地域にわたり、豪雪が見込まれるとき 

  イ～エ （略） 

  ク 市町村は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計

画を作成する場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努めるも

のとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう

努めるものとする。 

 (3)～(8) （略） 

 

第３章 災害応急対策 

第１節 応急活動体制 

１ 県災害対策本部 

 (1)～(5) （略） 

（6）市町村庁舎被災時等の情報収集 

災害発生後、市町村の庁舎等が被災したことにより、市町村による被災

状況、及びこれに対して執られた措置の概要の報告をできなくなったものと

認められた場合、災害対策基本法第５３条第６項により、県は被災市町村

に替わり、次により当該災害に係る情報を可能な限り収集するよう努める。 

また、市町村が災害応急対策等により、報告が十分なされないと予想さ

れる場合は、当該市町村からの要請を待たずに市町村災害対策本部等に

職員を派遣し、必要な支援を行う。 

ア 被災地への職員派遣 

県は災害対策本部において、職員等の支援を必要とする市町村に派

遣し、情報の収集に努める。また、新型コロナウイルス感染症を含む感

染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理

やマスク着用等を徹底するものとする。 

（7） （略） 

 (8) 県災害警戒本部 

   （略） 

  ア 風水害等 

a 複数の市町村で、洪水や土砂災害に係る避難指示が発令される等の

状況が生じたとき 

b 県内の広範囲な地域にわたり、豪雪が見込まれるとき 

  イ～エ （略） 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災危機

管理課修

正 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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62 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 広域応援体制 

（１）知事の応援要請等 

略 

⑥ 受援計画 

知事は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体

及び防災関係機関から応援が受けることができるよう、受援計画を作成し、必

要な準備を整える。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務

スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

 

５ 広域避難 

〇市町村は、災害が発生する恐れがある場合において、災害の予測規模、避

難者数等にかんがみ、当該市町村の区域外への広域的な避難、指定避難所

及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合は、県内の他の

市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市

町村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めるほ

か、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、自ら

他の都道府県内の市町村に協議することができる。 

○県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うもの

とする。 

〇国〔内閣府及び消防庁。政府本部が設置された場合は同本部〕は、都道府

県から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当該

地方公共団体における避難者の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避

難について助言を行うものとする。また、都道府県は、市町村から求めがあっ

た場合には、同様の助言を行うものとする。 

○市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域

避難の用にも供することについても定めるなど、他の市町村からの避難者を

受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとす

る。 

〇国、地方公共団体、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的なオペレ

 

４ 広域応援体制 

（１）知事の応援要請等 

略 

⑥ 受援計画 

知事は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体

及び防災関係機関から応援が受けることができるよう、受援計画を作成し、必

要な準備を整える。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務

スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

 

５ 広域避難 

〇市町村は、災害が発生する恐れがある場合において、災害の予測規模、避

難者数等にかんがみ、当該市町村の区域外への広域的な避難、指定避難所

及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合は、県内の他の

市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市

町村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めるほ

か、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、自ら

他の都道府県内の市町村に協議することができる。 

○県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うもの

とする。 

〇国〔内閣府及び消防庁。政府本部が設置された場合は同本部〕は、都道府

県から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当該

地方公共団体における避難者の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避

難について助言を行うものとする。また、都道府県は、市町村から求めがあっ

た場合には、同様の助言を行うものとする。 

○市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域

避難の用にも供することについても定めるなど、他の市町村からの避難者を

受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとす

る。 

〇国、地方公共団体、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的なオペレ

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

ーションを定めた計画に基づき、関係者間で適切な役割分担を行った上で、

広域避難を実施するよう努めるものとする。 

〇政府本部、指定行政機関、公共機関、地方公共団体及び事業者は、避難

者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放送事業者を含

めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供でき

るように努めるものとする。 

○国及び地方公共団体は，大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能とな

るよう，関係機関と連携して，実践型の防災訓練を実施するよう努めるものと

する。 

 

５ 広域一時滞在 

(1) 略 

(2)  県内広域一時滞在 

① 協議元市町村長の対応 

ア 協議の実施 

災害発生により、被災住民について、県内の他の市町村における一時的な

滞在（県内広域一時滞在）の必要があると認める市町村長（協議元市町村

長）は、県内の他の市町村長（協議先市町村長）に被災住民の受け入れにつ

いて、協議を行うことができる。 

イ～エ 略 

②、③ 略 

(3)  県外広域一時滞在 

① 協議元市町村長及び知事の対応 

ア 知事に対する協議及び要求等 

災害発生により、被災住民について、県外の他の市町村における一時的な滞

在（県外広域一時滞在）の必要があると認める市町村長（協議元市町村長）

は、知事に対し協議を行い、知事が県外の当該市町村を含む都道府県知事

（協議先知事）に対し、被災住民の受け入れについて協議することを求めるも

のとする。 

 

６ 自衛隊災害派遣要請の概要 

ーションを定めた計画に基づき、関係者間で適切な役割分担を行った上で、

広域避難を実施するよう努めるものとする。 

〇政府本部、指定行政機関、公共機関、地方公共団体及び事業者は、避難

者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放送事業者を含

めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供でき

るように努めるものとする。 

○国及び地方公共団体は，大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能とな

るよう，関係機関と連携して，実践型の防災訓練を実施するよう努めるものと

する。 

 

６ 広域一時滞在 

(1) 略 

(2)  県内広域一時滞在 

① 協議元市町村長の対応 

ア 協議の実施 

災害発生により、被災住民について、県内の他の市町村における一時的な

滞在（県内広域一時滞在）の必要があると認める市町村長（協議元市町村

長）は、県内の他の市町村長（協議先市町村長）に被災住民の受け入れにつ

いて、協議を行うことができる。 

イ～エ 略 

②、③ 略 

(3)  県外広域一時滞在 

① 協議元市町村長及び知事の対応 

ア 知事に対する協議及び要求等 

災害発生により、被災住民について、県外の他の市町村における一時的な滞

在（県外広域一時滞在）の必要があると認める市町村長（協議元市町村長）

は、知事に対し協議を行い、知事が県外の当該市町村を含む都道府県知事

（協議先知事）に対し、被災住民の受け入れについて協議することを求めるこ

とができる。 

 

７ 自衛隊災害派遣要請の概要 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 
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７ 広域応援体制に必要となる防災活動拠点 

 (1) 災害救助要員の集結・派遣場所となる防災活動拠点の設定 

災害発生時において、応援部隊の受入、物資の集積、振分、運搬の拠

点となる場所を設定する。 

災害救助要員の集結・派遣場所となる防災活動拠点一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※警察、自衛隊、消防、国土交通省の使用が無い場合には、県災害対策本

部で調整のうえ、ライフライン機関の活動拠点としても使用する。 

 

第２節 災害関係情報等の受伝達 

１ 予報及び特別警報・警報・注意報等の受理、伝達 

  (1) 甲府地方気象台が発表する予報・警報 

ア 予報・特別警報・警報・注意報等の種類 

 

８ 広域応援体制に必要となる防災活動拠点 

 (1) 災害救助要員の集結・派遣場所となる防災活動拠点の設定 

災害発生時において、応援部隊の受入、物資の集積、振分、運搬の拠

点となる場所を設定する。 

災害救助要員の集結・派遣場所となる防災活動拠点一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※警察、自衛隊、消防、国土交通省の使用が無い場合には、県災害対策本

部で調整のうえ、ライフライン機関の活動拠点としても使用する。 

 

第２節 災害関係情報等の受伝達 

１ 防災気象情報の受理、伝達  

 (1) 甲府地方気象台が発表する防災気象情報  

 ア 予報・特別警報・警報・注意報等の種類 

警戒レベルを用いた防災情報の提供 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき

行動」を５段階に分け、「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に

促す情報」とを関連付けるものである。 

 「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をと

る際の判断に参考となる情報（警戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベル

 

 

 

 

 

 

道路管理

課修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府地方

気象台修

正 

 

 

 

 

 

 

№ 拠点施設名 所在地 管理者 使途

1 小瀬スポーツ公園 甲府市 県 警察、自衛隊、消防、国土交通省

2 富士北麓公園 富士吉田市 県 警察、自衛隊、消防

3 櫛形総合公園 南アルプス市 市 自衛隊、消防

4 富士川クラフトパーク 身延町 県 警察、自衛隊、消防

5 山梨県立防災安全センター 中央市 県 自衛隊、消防

6 緑が丘スポーツ公園 甲府市 県・市 自衛隊、消防

7 笛吹川フルーツ公園 山梨市 県 警察、自衛隊、消防

8 曽根丘陵公園 甲府市 県 自衛隊、消防

9 桂川ウェルネスパーク 大月市 県 警察、自衛隊、消防

10 韮崎中央公園 韮崎市 市 警察、自衛隊、消防

11 アイメッセ山梨 甲府市 県 物流事業者等

12 防災道の駅富士川 富士川町 国・市 警察、自衛隊、消防、国土交通省

№ 拠点施設名 所在地 管理者 使途

1 小瀬スポーツ公園 甲府市 県 警察、自衛隊、消防、国土交通省

2 富士北麓公園 富士吉田市 県 警察、自衛隊、消防

3 櫛形総合公園 南アルプス市 市 自衛隊、消防

4 富士川クラフトパーク 身延町 県 警察、自衛隊、消防

5 山梨県立防災安全センター 中央市 県 自衛隊、消防

6 緑が丘スポーツ公園 甲府市 県・市 自衛隊、消防

7 笛吹川フルーツ公園 山梨市 県 警察、自衛隊、消防

8 曽根丘陵公園 甲府市 県 自衛隊、消防

9 桂川ウェルネスパーク 大月市 県 警察、自衛隊、消防

10 韮崎中央公園 韮崎市 市 警察、自衛隊、消防

11 アイメッセ山梨 甲府市 県 物流事業者等
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種   類 概      要 

府県天気予報 予報発表時から明後日までの風、天気、降水確率、気温等の予報 

天気分布予報 日本全国を約 20km 格子に分け、それぞれについて３時間単位の

気象状態(天気、降水量、気温、降雪量)を、５時、１１時予報は２

４時間先まで、１７時予報は３０時間先まで分布図形式で行う予

報 

地域時系列予報 代表的な地域又は地点を対象に、３時間単位の気象状態(天気、気

温、風向、風速)を、５時、１１時予報は２４時間先まで、１７時

予報は３０時間先まで時系列グラフ表示で行う予報 

週間天気予報 発表日翌日から７日先までの天気、降水確率、気温等の予報（含

む、信頼度） 

警報級の可能性 

（明日まで） 

大雨、大雪、暴風（暴風雪）が明日までの警報級の現象になる可

能性を、定時の天気予報の発表（毎日 05 時、11 時、17 時）に合

わせて、天気予報の対象地域と同じ発表単位で、［高］、［中］の 2

段階の確度を付して発表する予報 

警報級の可能性 

（明後日以降） 

大雨、大雪、暴風（暴風雪）が 2 日先から 5 日先までの警報級の

現象になる可能性を、週間天気予報の発表（毎日 11 時、17 時）

に合わせて、県単位で、［高］、［中］の 2 段階の確度を付して発表

する予報 

注意報 大雨、洪水、大雪、強風、風雪等によって災害が起こるおそれが

ある場合に、その旨を注意して行う予報 

警報 大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪によって重大な災害が起こるお

それがある場合に、その旨を警告して行う予報。 

特別警報 大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため重大な災害の起

こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報。 

府県気象情報 

 

気象予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を

喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する情報 

土砂災害警戒情報 山梨県と甲府地方気象台が共同で発表する情報。大雨警報（土

砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさ

らに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の

判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼び

かける情報 

記録的短時間大雨情

報 

数年に１回程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観

測又は解析したときに、府県気象情報の一種として発表する情報  
※予報区とは、天気予報及び警報・注意報の対象とする区域。 

 

 

 

 

 

 

 

に対応させることで、出された情報からとるべき行動を直感的に理解できるよ

う、災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベルにより提供する。 

 なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難指示等

が発令された場合はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出す防

災情報に十分留意し、災害が発生する前に自らの判断で自発的に避難するこ

とが望まれる。 

（ア）特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには

「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災

害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警報」が、現象の危険度と雨

量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに明示して、市町村ごとに発表され

る。また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激し

い突風、落雷等については、実際に危険度が高まっている場所が「危険度分

布」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレ

ビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよ

う、これまでどおり市町村等をまとめた地域の名称を用いる場合がある。 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

特別警報・警報・注意

報の種類 
概  要 

特 別

警報 

大雨特別警

報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいときに発表される。大雨特別警

報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報

（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のよう

に、特に警戒すべき事項が明記される。災害がすで

に発生している状況であり、命を守るための最善の

行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に相

当。 

大雪特別警

報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいときに発表される。 

暴風特別警

報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいときに発表される。 
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大雨及び洪水警報・注意報基準表 各表の説明 

暴風雪特別

警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発

生するおそれが著しく大きいときに発表される。「暴風

による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程

障害等による重大な災害」のおそれについても警戒

を呼びかける。 

警報 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。大雨警報には、大雨警報

（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災

害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記さ

れる。高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３

に相当。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水

し、重大な災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。対象となる重大な災害として、

河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大

な災害があげられる。高齢者等の避難が必要とされ

る警戒レベル３に相当。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。  

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。  

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。「暴風による重

大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等

による重大な災害」のおそれについても警戒を呼び

かける。 

注 意

報 

大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動

の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水

し、災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。避難に備えハザードマップ等により災害

リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認
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発表官署
府県予報区 山梨県

中北地域 峡東地域 峡南地域 東部 富士五湖

大雨

洪水

暴風（平均風速）

暴風雪（平均風速）

大雪
12時間降雪の

深さ30㎝

波浪（有義波高）

高潮

大雨

洪水

強風（平均風速）

風雪（平均風速）

大雪
12時間降雪の

深さ10㎝

波浪（有義波高）

高潮

雷

融雪

濃霧（視程）

霜（最低気温）

着氷

着雪

注
意
報

1. 表層なだれ：24時間降雪が30cm以上あって、気象変化の激しいとき
2. 全層なだれ：積雪50cm以上、最高気温15℃以上（甲府地方気象台）で、
 かつ24時間降水量20mm以上

著しい着氷が予想される場合

著しい着雪が予想される場合

早霜･晩霜期　3℃以下

なだれ

低温（最低気温）

夏期：最低気温が甲府地方気象台で16℃以下または河口湖特別地域気象観
測所で12℃以下が2日以上続く場合

冬期：最低気温が甲府地方気象台で-6℃以下河口湖特別地域気象観測所で-
10℃以下

12m/s以上※ ※甲府地方気象台の観測値は14m/s以上を目安とする。
12m/s以上 雪を伴う※ ※甲府地方気象台の観測値は14m/s以上を目安とす

る。

区域内の市町村で(別表3)の基準に到達することが予想される場合

区域内の市町村で(別表4)の基準に到達することが予想される場合

盆地：12時間降雪の深さ5㎝

山地：12時間降雪の深さ10㎝
12時間降雪の深さ10㎝

落雷等により被害が予想される場合

乾燥
最小湿度25％以下かつ実効湿度50％以下※

　※湿度は甲府地方気象台の値

　　最小湿度25％以下かつ
　　実効湿度50％以下※
　　※湿度は河口湖特別地域
　　　気象観測所の値

100m以下

市町村等をまとめた地域

警
報

20m/s以上

20m/s以上　雪を伴う

区域内の市町村で(別表1)の基準に到達することが予想される場合

区域内の市町村で(別表2)の基準に到達することが予想される場合

盆地：12時間降雪の深さ15㎝

山地：12時間降雪の深さ30㎝
12時間降雪の深さ30㎝

甲府地方気象台

一次細分区域 中・西部 東部・富士五湖

記録的短時間大雨情報 100mm以上
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(１） 大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は

「大雨警報（浸水害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は

「大雨警報（土砂災害）」、両基準に達すると予想される場合は「大雨警報

（土砂災害、浸水害）」として発表する。 

(２)  大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨

量指数基準、複合基準のうち基準を設定していないもの、洪水警報・注

意報の基準となる洪水予報指定河川がない場合、その欄を“－”で示して

いる。 

(３) 大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単

一の値をとる。          

(４) 土壌雨量指数基準値は1km四方毎に設定している。大雨の欄中、土壌

雨量指数基準には、市町村内における基準値の最低値を示す。1km四

方毎の基準値については、資料編Ⅱ災害情報に関する資料を参照 

(５)  洪水の欄中、｢○○川流域=１０．５｣は、｢○○川流域の流域雨量指数１

０．５以上｣を意味する。 

（６） 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設

定しているが、別表２及び４の流域雨量指数基準には主要な河川におけ

る代表地点の基準値を示している。欄が空白の場合は、当該市町村等

において主要な河川は存在しないことを表している。主要な河川以外の

河 川 も 含 め た 流 域 全 体 の 基 準 値 は

(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html ） を 参

照。 

（７） 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表

面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を示している。 

（８） 洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪

水警報においては「指定河川である○○川に発表された洪水予報におい

て、△△基準観測点で氾濫警戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満

たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、洪水注意報においては、

同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合

に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 

 

が必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。  

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。  

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。「強風による災害」に加

えて「雪を伴うことによる視程障害等による災害」の

おそれについても注意を呼びかける。 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。  

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。また、発達した雷雲の下で発生

することの多い竜巻等の突風や「ひょう」による災害

についての注意喚起が付加されることもある。急な強

い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられ

る。  

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には、火災の危険

が大きい気象条件を予想した場合に発表される。  

なだれ注意

報 

「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。  

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には、通信線や送

電線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに

発表される。  

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には、通信線や送

電線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに

発表される。  
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＜参考＞ 

○土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示

す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量を示す指数。解析

雨量、降水短時間予報をもとに、5km 四方の領域ごとに算

出する。 

 

○表面雨量指数：表面雨量指数は、短時間強雨による浸水危険度の高まりを

把握するための指標。地面の被覆状況や地質、地形勾配な

どを考慮して、降った雨が地表面にどれだけ溜まっているか

を、タンクモデルを用いて数値化したもの。 

 

○流域雨量指数：流域雨量指数は、河川の上流域に降った雨により、どれだ

け下流の対象地点の洪水危険度が高まるかを把握するため

の指標。河川流域を１km四方の格子（メッシュ）に分けて、降

った雨水が、地表面や地中を通って時間をかけて河川に流

れ出し、さらに河川に沿って流れ下る量を、タンクモデルや運

動方程式を用いて数値化したもの。 

 

 

 

 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。具体的には、浸水、土砂災害等

の災害が発生するおそれがあるときに発表される。  

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、早霜や晩霜により農

作物への被害が起こるおそれのあるときに発表され

る。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。具体的には、低温のために農

作物等に著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍

結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあると

きに発表される。 

※ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警

報及び気象注意報に含めて行われる。 

  地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災

害）」として発表される。 

（イ）警報・注意報の切替・解除 

警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新

たな警報・注意報が発表されるときは、これまで継続中の警報・注意報は自動

的に解除または更新されて新たな警報・注意報に切り替えられる。 

（ウ）大雨警報・洪水警報の危険度分布等 
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種  類 概  要 

大雨警報（土砂災害）の

危険度分布（土砂災害警

戒判定メッシュ情報） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。2

時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常

時 10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂

災害警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が高ま

るかを面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：避難が

必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル

３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リ

スク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要と

される警戒レベル２に相当。 

大雨警報（浸水害）の危

険度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、

地図上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情

報。1 時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分

ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたと

きに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することがで

きる。 

洪水警報の危険度分布 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知

河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予

測を、地図上で河川流路を概ね 1km ごとに 5 段階に色分け

して示す情報。3時間先までの流域雨量指数の予測を用いて

常時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたと

きに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することがで

きる。 

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベル

４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル

３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リ

スク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要と

される警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流

域での降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれ

だけ高まるかを示した情報。6 時間先までの雨量分布の予測

（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川

に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」

について、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度

を色分けし時系列で表示したものを、常時 10分ごとに更新

している。 
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（エ）早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。

当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表

単位（中・西部、東部・富士五湖）ごとで、２日先から５日先にかけては日単位

で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（山梨県）で発表される。大雨に

関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への

心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

（オ）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、山梨県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起す

る場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の

注意を解説する場合等に発表される。 

 雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その内容

を補足するため「記録的な大雨に関する山梨県気象情報」、「記録的な大雨に

関する関東甲信地方気象情報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」とい

う表題の気象情報が発表される。 

（カ）土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生して

もおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民

の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼び

かける情報で、山梨県と甲府地方気象台から共同で発表される。市町村内で

危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布）で、実際に確認することができる。避難が必要とされる警戒レベ

ル４に相当。 

（キ）記録的短時間大雨情報 

山梨県内で大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈

な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと

地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに、気象情報の一種として発表さ

れる。この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増

水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であ

り、実際に災害発生の危険度が高まっている場所について、警報の「危険度

分布」で確認する必要がある。 

（ク）竜巻注意情報 

甲府地方

気象台修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県地域防災計画改正案新旧対照表 
本編頁数 旧 新 改正理由 

 

 - 29 -

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して

注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等

の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、一次細分区域単

位（中・西部、東部・富士五湖）で発表される。なお、実際に危険度が高まって

いる場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 

 また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、

その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まって

いる旨を付加した情報が一次細分区域単位で発表される。 

 この情報の有効期間は、発表から概ね 1 時間である。 

（ケ）火災気象通報 

消防法第 22 条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められ

るときに甲府地方気象台が山梨県知事に対して通報し、山梨県を通じて市町

村に伝達される。 

 通報の実施基準は、乾燥注意報および強風注意報の基準を用いる。 

（コ）指定河川洪水予報 

河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考

となるように、気象庁は国土交通省または山梨県と共同して、あらかじめ指定

した河川について、区間を決めて水位又は流量を示した洪水の予報を行って

おり下表の表題により発表される。警戒レベル２～５に相当する。 

指定河川洪水予報の種類、課題と概要 
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種 類 標 題 概 要 

洪水警報 

氾濫発生情報 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要と

なる。災害がすでに発生している状況であり、命を守るための

最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態が継続

しているときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に

対する対応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考

とする。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

氾濫警戒情報 

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し

更に水位の上昇が見込まれるときに発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等の避難が必

要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫

注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続していると

き、避難判断水位に達したが水位の上昇が見込まれないときに

発表される。 

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認する

など、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２であ

る。 
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ウ 警報・注意報の切替・解除 

警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。ま

た、新たな警報・注意報が発表されるときは、これまで継続中の警報・注

意報は自動的に解除又は更新されて、新たな警報・注意報に切り替えら

れる。 

 

エ 記録的短時間大雨情報の発表基準 

標  題 発  表  基  準 

山梨県記録的 

短時間大雨情報 

県内気象官署、地域気象(雨量)観測所又は、解析雨量で、１時間に

100mm 以上の降雨を観測又は、解析したとき 

  

オ 気象等に関する特別警報の発表基準 

大雨や大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため重大な災害が起こ

るおそれが著しく大きい場合には「特別警報」が発表される。 

 

現 象 特別警報の基準 指標の種類 

大 雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予

想される場合 

雨を要因とす

る特別警報の

指標 

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨

になると予想される場合 
台風等を要因

とする特別警

報の指標 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風

が吹くと予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を

伴う暴風が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

雪を要因とす

る特別警報の

指標 

 

（注） 発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速な

どについて過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設
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け、これらの実況および予想に基づいて判断する。 

（ア） 雨を要因とする特別警報の指標 

以下①又は②いずれかを満たすと予想され、かつ、更に雨が降

り続くと予想される場合に、大雨特別警報が発表される。 

土壌雨量指数（※１）：降った雨が地下の土壌中に貯まっている

状態を表す値。この値が大きいほど、

土砂災害発生の危険性が高い。  

3 時間降水量 150mm（※２）：1 時間 50mm の雨（滝のようにゴー

ゴー降る、非常に激しい雨）が 3 時間続

くことに相当。 
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① 48 時間降水量及び土壌雨量指数(※1)において、50 年に一度の値を

超過した５km 格子が、共に府県程度の広がりの範囲内で 50 格子以

上出現。 

② 3 時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値を超過し

た５km 格子が、共に府県程度の広がりの範囲内で 10 格子以上出現

（ただし、３時間降水量が 150mm（※２）を超える格子のみをカウント

対象とする）。 
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 山梨県内市町村の「50 年に一度の値」は以下のとおり。 
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（イ） 台風等を要因とする特別警報の指標 

      

 
台風については、指標となる中心気圧、又は最大風速を保っ

たまま、中心が接近・通過すると予想される地域（予報円がか

かる地域）における、大雨・暴風の警報が、特別警報として発表

される。 

温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風

速が予想される地域における、大雨・暴風（雪を伴う場合は暴

風雪）の警報が、特別警報として発表される。 

（ウ） 雪を要因とする特別警報の指標 

      

       

      
府県予報区 地点名 50年に一度の積雪深(cm) 備考

山梨県 甲府 49
積雪深ゼロの年もあり、50年に遺著殿値の信頼
性が低いので、あくまで参考値として扱う

山梨県 河口湖 89
 

注１） 50 年に一度の値は統計値であり、一の位の大小まで

厳密に評価する 

意味は無い。 

注２） 特別警報は、府県程度の広がりで 50 年に一度の値

となる現象を対象。 

                 個々の地点で 50 年に一度の値となることのみで特

別警報となるわけではないことに留意。 
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「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下、又は最大風速 50m/s 以上）の

台風や同程度の温帯低気圧が来襲する場合 

府県程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警

報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合 
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カ 甲府地方気象台の伝達経路 

     （略） 

キ ＮＴＴの扱う警報の伝達 

     （略） 

ク 県の伝達 

  （略） 

 (2) 山梨県県土整備部砂防課と甲府地方気象台とが共同で発表する土砂

災害警戒情報   

ア （略） 

イ 土砂災害警戒情報の発表及び解除の基準 

   発表基準 

    （略） 

   解除基準                                                       

   解除基準は、監視基準について、その基準を下回り、一連の降雨を

もたらす気象現象が過ぎ去ったことを確認し、あわせて土壌雨量指

数の２段目タンク貯留高の減少傾向を確認した場合とする。            

 

 

 

ウ （略） 

(3)(4)(5) （略） 

(6) 市町村の発令する警報（火災警報） 

空気が乾燥し、かつ強風で火災の危険が予想されるとき、市町村長が

発令する。 

（注） 甲府地方気象台は次の条件に該当すると予想されるとき、又は該

当したときは、消防法第 22 条第 1 項に基づき、知事に「火災気象

通報」を通報する。 

① 実効湿度 60%以下で最小湿度 35% 以下となり最大風速 7m/s 以上吹

く見込みのとき。 

② 実効湿度 50%以下で最小湿度 25%以下となる見込みのとき。 

③ 最大風速が 12 メートル(甲府地方気象台の観測値は 14 メートル以上

イ 甲府地方気象台の伝達経路 

     （略） 

ウ ＮＴＴの扱う警報の伝達 

     （略） 

エ 県の伝達 

  （略） 

 (2) 山梨県県土整備部砂防課と甲府地方気象台とが共同で発表する土砂

災害警戒情報   

ア （略） 

イ 土砂災害警戒情報の発表及び解除の基準 

   発表基準 

    （略） 

   解除基準                                                       

       解除基準は、監視基準について、その基準を下回り、かつ短時

間で再び発表基準を超過しないと予想される場合とする。ただし、大

規模な土砂災害が発生した場合等には、県と気象台が協議のうえ

基準を下回っても解除しない場合もあり得るが、降雨の実況、土壌

の水の含み具合、および土砂災害の発生状況等に基づいて総合的

な判断を適切に行い、解除する。 

ウ （略） 

(3)(4)(5) （略） 

（6）市町村長の発令する火災警報 

空気が乾燥し、かつ強風で火災の危険が予想されるとき、市町村長が

発令する。 
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を目安とする)以上吹く見込みのとき(降雨・降雪中、又は、まもなく降り

出すと予想されるときは通報しないこともある)。 

 

３ 被害情報の収集伝達 

(1) 被害情報の収集伝達 

・ 総合防災情報システムにより被害情報を収集伝達するとともに地理空間情

報（地理空間情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号）第２条第１項

に規定する地理空間情報）及びＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネットワー

ク：Shared Information Platform for Disaster Management）の活用に努め

る。 

（略） 

 

４ 災害広報 

 （略） 

(1) 県による広報 

ア 広報体制 

県本部が設置されたときは、広聴広報班は統括部広報班(班長・広

聴広報課長)の指示により、県民等への災害情報を提供する。 

 

   イ （略） 

   ウ （略） 

エ 広報の方法 

① テレビ、ラジオ、新聞等報道機関による報道（Ｌアラート経由を含

む） 

② 広報誌の掲示、チラシ等の配付による報道 

③ 広報車の巡回広報、へリコプター等による報道 

④ 広報誌、チラシ等の印刷のための印刷所の指定 

⑤ 県民からの各種問い合わせ等に対し、マルチメディアを利用した積

極的な情報提供 

⑥ 地域に密着した情報提供を行うため、自主番組の制作を行ってい

るＣＡＴＶ局に広報放送の協力要請 

                                                  

                                 

 

３ 被害情報の収集伝達 

(1) 被害情報の収集伝達 

・ 総合防災情報システムにより被害情報を収集伝達するとともに地理空間情

報（地理空間情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号）第２条第１項

に規定する地理空間情報）及びＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネットワー

ク：Shared Information Platform for Disaster Management）の活用に努め

る。 

（略） 

 

４ 災害広報 

 （略） 

(1) 県による広報 

ア 広報体制 

県本部が設置されたときは、広聴広報班は統括部広報班(班長・広

聴広報グループ戦略広報監)の指示により、県民等への災害情報を提

供する。 

イ （略） 

ウ （略） 

エ 広報の方法 

① テレビ、ラジオ、新聞等報道機関による報道（Ｌアラート経由を含

む） 

② 広報誌の掲示、チラシ等の配付による報道 

                                     

                                      

③ 県民からの各種問い合わせ等に対し、マルチメディアを利用した積

極的な情報提供 

                                                  

                      

甲府地方

気象台修

正 

 

 

防災基本

計画修正

のため 

 

 

 

 

 

 

 

広聴広報

グ ル ー プ

修正 

 

 

 

 

 

 

広聴広報

グ ル ー プ

修正 

広聴広報

グ ル ー プ

修正 
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108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 山梨県ホームページ、ツィッター、緊急速報メールなどによる情報

提供 

  オ （略） 

  カ （略） 

(2) （略） 

(3) 市町村による広報 

（略） 

①  災害時における住民の心構え 

②  避難の勧告、指示事項 

③  災害情報及び市町村の防災体制 

④  被害状況及び応急対策実施状況 

⑤  被災者に必要な生活情報 

⑥  一般住民に対する注意事項 

(4) 防災関係機関による広報 

防災関係機関は、防災業務計画の定めるところにより、所管業務、施設

等の災害に関して、全ての住民に役立つ正確かつきめ細かな情報の適切

な広報を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5) （略） 

 

④ 山梨県ホームページ、ツィッター、緊急速報メールなどによる情報 

提供 

   オ （略） 

   カ （略） 

(2) （略） 

(3) 市町村による広報 

（略） 

①  災害時における住民の心構え 

②  避難の    指示事項 

③  災害情報及び市町村の防災体制 

④  被害状況及び応急対策実施状況 

⑤  被災者に必要な生活情報 

⑥  一般住民に対する注意事項 

(4) 防災関係機関による広報 

防災関係機関は、防災業務計画の定めるところにより、所管業務、施設

等の災害に関して、全ての住民に役立つ正確かつきめ細かな情報の適切

な広報を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5) （略） 

 

広聴広報

グ ル ー プ

修正 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

広聴広報

グ ル ー プ

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道機関
  臨時の措置を講じて災害に関する取材事項、関係機関からの通報事項等を報道
し、住民への周知に努める。
　なお、広報内容については、広報と同時に県本部に通知する。

電力供給機関
　被害箇所、復旧見通し、感電傷害防止等について、報道機関・自治体の防災行政無線並
びに広報車等を通じて広報する。

ガス供給機関
　被害箇所、復旧見通し、ガス漏れ事故防止等にっいて、報道機関及び広報車等
を通じて広報する。

通信関係機関
　被害箇所、復旧見通し、応急措置等について、報道機関及び広報車等を通じて
広報する。

JR・私鉄・
バス

　被害箇所、復旧見通し、運行状況等について、報道機関及び駅構内の掲示板、
案内所等を通じて広報する。

道路管理者 被害箇所、復旧見通し、迂回路等について、報道機関及び標識等を通じて広報する。
その他 他の防災関係機関は、災害の状況に応じた適切な広報活動を行う。

報道機関
  臨時の措置を講じて災害に関する取材事項、関係機関からの通報事項等を報道
し、住民への周知に努める。

電力供給機関
　被害箇所、復旧見通し、感電傷害防止等について、報道機関・自治体の防災行政無線並
びに広報車等を通じて広報する。

ガス供給機関
　被害箇所、復旧見通し、ガス漏れ事故防止等にっいて、報道機関及び広報車等
を通じて広報する。

通信関係機関
　被害箇所、復旧見通し、応急措置等について、報道機関及び広報車等を通じて
広報する。

JR・私鉄・
バス

　被害箇所、復旧見通し、運行状況等について、報道機関及び駅構内の掲示板、
案内所等を通じて広報する。

道路管理者 被害箇所、復旧見通し、迂回路等について、報道機関及び標識等を通じて広報する。
その他 他の防災関係機関は、災害の状況に応じた適切な広報活動を行う。
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108 
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第３節 通信の確保 

（略） 

６ インターネットシステムの活用 

山梨県ホームページ等、インターネットによる情報提供を行なう。 

イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 災 害 情 報 の URL は 、 http://www. pref. 

yamanashi.jp/ である。 

 

 

第３節 通信の確保 

（略） 

６ インターネットシステムの活用 

山梨県ホームページ等、インターネットによる情報提供を行なう。 

山梨県ホームページのURL は、https://www. pref. yamanashi.jp/ であ
る。 

 

 

 

 

 

 

 

広聴広報

グ ル ー プ

修正 
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山梨県防災行政無線（半固定型）一覧表
半固定型（出力５W)

№ 識別信号 常置場所
1 やまなし００１ 知事宅
2 やまなし００２ 副知事宅
3 やまなし００３ 総務部長宅
4 やまなし００４ 防災危機管理監宅
5 やまなし００５ 防災対策専門監宅
6 やまなし００６ 秘書課長宅
7 やまなし００７ 防災危機管理課長宅
8 やまなし００８ 甲府市
9 やまなし００９ 富士吉田市

10 やまなし０１０ 都留市
11 やまなし０１１ 山梨市
12 やまなし０１２ 大月市
13 やまなし０１３ 韮崎市
14 やまなし０１４ 南アルプス市
15 やまなし０１５ 北杜市
16 やまなし０１６ 甲斐市
17 やまなし０１７ 笛吹市
18 やまなし０１８ 上野原市
19 やまなし０１９ 甲州市
20 やまなし０２０ 中央市
21 やまなし０２１ 市川三郷町
22 やまなし０２２ 富士川町
23 やまなし０２４ 早川町
24 やまなし０２５ 身延町
25 やまなし０２６ 南部町
26 やまなし０２７ 昭和町
27 やまなし０２８ 道志村
28 やまなし０２９ 西桂町
29 やまなし０３０ 忍野村
30 やまなし０３１ 山中湖村
31 やまなし０３２ 鳴沢村
32 やまなし０３３ 富士河口湖町
33 やまなし０３４ 小菅村
34 やまなし０３５ 丹波山村
35 やまなし０３６ 甲府地区広域行政事務組合消防本部
36 やまなし０３７ 都留市消防本部
37 やまなし０３８ 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部
38 やまなし０３９ 大月市消防本部
39 やまなし０４０ 峡北広域行政事務組合消防本部
40 やまなし０４１ 笛吹市消防本部
41 やまなし０４２ 峡南広域行政組合消防本部
42 やまなし０４３ 東山梨行政事務組合東山梨消防本部
43 やまなし０４４ 上野原市消防本部
44 やまなし０４５ 南アルプス市消防本部
45 やまなし０４６ 関東森林管理局山梨森林管理事務所
46 やまなし０４７ 関東財務局甲府財務事務所
47 やまなし０４８ 関東農政局山梨県拠点
48 やまなし０４９ 関東運輸局山梨運輸支局
49 やまなし０５０ 山梨労働局
50 やまなし０５１ 陸上自衛隊第１特科隊
51 やまなし０５２ 山梨県市長会
52 やまなし０５３ 山梨県町村会
53 やまなし０５４ 東日本旅客鉄道㈱甲府地区センター
54 やまなし０５５ 東日本電信電話㈱山梨支店
55 やまなし０５６ 日本銀行甲府支店
56 やまなし０５７ 日本赤十字社山梨県支部
57 やまなし０５８ 日本放送協会甲府放送局
58 やまなし０５９ 中日本高速道路㈱八王子支社甲府保全・サービスセンター
59 やまなし０６０ 中日本高速道路㈱八王子支社大月保全・サービスセンター
60 やまなし０６１ 日本通運㈱山梨支店
61 やまなし０６２ 東京電力パワーグリッド㈱山梨総支社
62 やまなし０６３ 東京ガス山梨㈱

No. 識別信号
1 やまなし００１
2 やまなし００２
3 やまなし００３
4 やまなし００４
　 　　　　　　　　
5 やまなし００６
6 やまなし００７
7 やまなし００８
8 やまなし００９
9 やまなし０１０

10 やまなし０１１
11 やまなし０１２
12 やまなし０１３
13 やまなし０１４
14 やまなし０１５
15 やまなし０１６
16 やまなし０１７
17 やまなし０１８
18 やまなし０１９
19 やまなし０２０
20 やまなし０２１
21 やまなし０２２
22 やまなし０２４
23 やまなし０２５
24 やまなし０２６
25 やまなし０２７
26 やまなし０２８
27 やまなし０２９
28 やまなし０３０
29 やまなし０３１
30 やまなし０３２
31 やまなし０３３
32 やまなし０３４
33 やまなし０３５
34 やまなし０３６
35 やまなし０３７
36 やまなし０３８
37 やまなし０３９
38 やまなし０４０
39 やまなし０４１
40 やまなし０４２
41 やまなし０４３
42 やまなし０４４
43 やまなし０４５
44 やまなし０４６
45 やまなし０４７
46 やまなし０４８
47 やまなし０４９
48 やまなし０５０
49 やまなし０５１
50 やまなし０５２
51 やまなし０５３
52 やまなし０５４
53 やまなし０５５
54 やまなし０５６
55 やまなし０５７
56 やまなし０５８
57 やまなし０５９
58 やまなし０６０
59 やまなし０６１
60 やまなし０６２
61 やまなし０６３

山梨県防災行政無線（半固定型）一覧表

日本放送協会甲府放送局
中日本高速道路（株）八王子支社甲府保全・サービスセンター
中日本高速道路（株）八王子支社大月保全・サービスセンター
日本通運（株）山梨支店

山梨県町村会
東日本旅客鉄道（株）甲府地区センター
東日本電信電話（株）山梨支店
日本銀行甲府支店
日本赤十字社山梨県支部

関東運輸局山梨運輸支局
山梨労働局
陸上自衛隊第１特科隊
山梨県市長会

南アルプス市消防本部
関東森林管理局山梨森林管理事務所
関東財務局甲府財務事務所
関東農政局山梨県拠点

東京ガス山梨（株）
東京電力パワーグリッド（株）山梨総支社

峡北広域行政事務組合消防本部
笛吹市消防本部
峡南広域行政組合消防本部
東山梨行政事務組合東山梨消防本部
上野原市消防本部

丹波山村
甲府地区広域行政事務組合消防本部
都留市消防本部
富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部
大月市消防本部

笛吹市
上野原市

忍野村
山中湖村
鳴沢村
富士河口湖町
小菅村

身延町
南部町
昭和町
道志村
西桂町

常置場所
知事宅
副知事

半固定型（出力５W）

防災局長

富士吉田市
都留市
山梨市
大月市
韮崎市

防災局次長宅
　　　　　　　　　
知事秘書監宅
防災危機管理課長宅
甲府市

甲州市
中央市
市川三郷町
富士川町
早川町

南アルプス市
北杜市
甲斐市
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№ 識別信号 常置場所
63 やまなし０６４ ㈱ＮＴＴドコモ山梨支店
64 やまなし０６５ 日本郵便(株)甲府中央郵便局
65 やまなし０６６ ㈱山梨放送
66 やまなし０６７ ㈱テレビ山梨
67 やまなし０６８ ㈱エフエム富士
68 やまなし０６９ 山梨交通(株)敷島営業所
69 やまなし０７０ 富士急行㈱
70 やまなし０７１ （一社）山梨県トラック協会
71 やまなし０７２ 吉田瓦斯㈱
72 やまなし０７３ （　社）山梨県医師会
73 やまなし０７４ （一社）山梨県ＬＰガス協会
74 やまなし０７５ 山梨県道路公社
75 やまなし０７６ （公社）山梨県看護協会
76 やまなし０７７ （一社）山梨県バス協会
77 やまなし０７８ （福）山梨県社会福祉協議会
78 やまなし０７９ （特非）山梨県ボランティア協会
79 やまなし０８０ （一社）山梨県建築士会
80 やまなし０８１ 山梨大学医学部付属病院
81 やまなし０８２ 山梨赤十字病院
82 やまなし０８３ 市立甲府病院
83 やまなし０８４ 山梨厚生病院
84 やまなし０８５ 笛吹市中央病院
85 やまなし０８６ 峡南医療センター　富士川病院
86 やまなし０８７ 韮崎市立病院
87 やまなし０８８ 白根徳洲会病院
88 やまなし０８９ 富士吉田市立病院
89 やまなし０９０ 大月市立中央病院
90 やまなし０９１ （一社）山梨県造園建設業協会
91 やまなし０９２ 櫛形総合公園
92 やまなし０９３ 富士川クラフトパーク
93 やまなし０９４ 防災安全センター
94 やまなし０９５ 緑が丘スポーツ公園
95 やまなし０９６ 笛吹川フルーツ公園
96 やまなし０９７ 曽根丘陵公園
97 やまなし０９８ ㈱岡島
98 やまなし０９９                          
99 やまなし１０１ ㈱いちやまマート

100 やまなし１０２ ㈱オギノ
101 やまなし１０３ ㈱くろがねや
102 やまなし１０４ 生活協同組合ユーコープやまなし県本部
103 やまなし１０５ 生活協同組合パルシステム山梨
104 やまなし１０６ 生活クラブ生活協同組合
105 やまなし１０７ （一社）山梨県電気設備協会
106 やまなし１０８ （一社）山梨県消防設備協会
107 やまなし１０９ （一社）山梨県管工事協会
108 やまなし１１０ （一社）山梨県治山林道協会
109 やまなし１１１ （一社）山梨県建設業協会
110 やまなし１１２ （一社）山梨県警備業協会
111 やまなし１１３ 赤帽山梨県軽自動車運送協同組合
112 やまなし１１５ （一社）山梨県産業廃棄物協会
113 やまなし１１６ 防災航空隊
114 やまなし１１７ 北病院
115 やまなし１１８ 環境科学研究所
116 やまなし１１９ 広瀬ダム
117 やまなし１２０ 琴川ダム
118 やまなし１２１ 荒川ダム管理事務所
119 やまなし１２２ 塩川ダム
120 やまなし１２３ 大門ダム
121 やまなし１２４ 中北保健所
122 やまなし１２５ 新環状・西関東道路建設事務所
123 やまなし１２６ ㈱山交百貨店

No. 識別信号
62 やまなし０６４
63 やまなし０６５
64 やまなし０６６
65 やまなし０６７
66 やまなし０６８
67 やまなし０６９
68 やまなし０７０
69 やまなし０７１
70 やまなし０７２
71 やまなし０７３
72 やまなし０７４
73 やまなし０７５
74 やまなし０７６
75 やまなし０７７
76 やまなし０７８
    　　　　　　　　
77 やまなし０８０
78 やまなし０８１
79 やまなし０８２
80 やまなし０８３
81 やまなし０８４
82 やまなし０８５
83 やまなし０８６
84 やまなし０８７
85 やまなし０８８
86 やまなし０８９
87 やまなし０９０
88 やまなし０９１
89 やまなし０９２
90 やまなし０９３
91 やまなし０９４
92 やまなし０９５
93 やまなし０９６
94 やまなし０９７
95 やまなし０９８
96 やまなし０９９
97 やまなし１０１
98 やまなし１０２
99 やまなし１０３

100 やまなし１０４
101 やまなし１０５
102 やまなし１０６
103 やまなし１０７
104 やまなし１０８
105 やまなし１０９
106 やまなし１１０
107 やまなし１１１
108 やまなし１１２
109 やまなし１１３
110 やまなし１１５
111 やまなし１１６
112 やまなし１１７
113 やまなし１１８
114 やまなし１１９
115 やまなし１２０
116 やまなし１２１
117 やまなし１２２
118 やまなし１２３
119 やまなし１２４
120 やまなし１２５

　　　  　　　　　　　　

都留市立病院
新環状・西関東道路建設事務j所
　　　　　　　　　

広瀬ダム
琴川ダム
荒川ダム管理事務所
塩川ダム
大門ダム

赤帽山梨県軽自動車運送協同組合
（一社）山梨県産業廃棄物協会
防災航空隊
北病院
富士山科学研究所

（一社）山梨県消防設備協会
（一社）山梨県管工事協会
（一社）山梨県治山林道協会
（一社）山梨県建設業協会
（一社）山梨県警備業協会

（株）くろがねや
生活協同組合ユーコープやまなし県本部
生活協同組合パルシステム山梨
生活クラブ協同組合
（一社）山梨県電気設備協会

曽根丘陵公園
（株）岡島
富士山火山防災監宅
（株）いちやまマート
（株）オギノ

櫛形総合公園
富士川クラフトパーク
防災安全センター
緑が丘スポーツ公園
笛吹川フルーツ公園

韮崎市立病院
白根徳洲会病院
富士吉田市立病院
大月市立中央病院
（一社）山梨県造園建設業協会

山梨赤十字病院
市立甲府病院
山梨厚生病院
笛吹中央病院
峡南医療センター　富士川病院

（一社）山梨県バス協会
（福）山梨県社会福祉協議会
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（一社）山梨県建築士会
山梨大学医学部付属病院

吉田瓦斯（株）
（一社）山梨県医師会
（一社）山梨県LPガス協会
山梨県道路公社
（公社）山梨県看護協会

（株）テレビ山梨
（株）エフエム富士
山梨交通（株）敷島営業所
富士急行（株）
（一社）山梨県トラック協会

常置場所
（株）NTTドコモ山梨支店
日本郵便（株）甲府中央郵便局
（株）山梨放送

 

防災危機

管理課修

正 
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№ 識別信号 常置場所
124 やまなし１２７ （一社）山梨県建設業協会甲府支部
125 やまなし１２８ （一社）山梨県建設業協会塩山支部
126 やまなし１２９ （一社）山梨県建設業協会笛吹支部
127 やまなし１３０ （一社）山梨県建設業協会市川支部
128 やまなし１３１ （一社）山梨県建設業協会身延支部
129 やまなし１３２ （一社）山梨県建設業協会峡北支部
130 やまなし１３３ （一社）山梨県建設業協会富士・東部支部
131 やまなし１３４                                       
132 やまなし１３５ （一社）山梨県測量設計業協会
133 やまなし１３６ （一社）山梨県建設コンサルタンツ協会事務局
134 やまなし１３７ （公社）山梨県建設技術センター
135 やまなし１３８ サントリー天然水白州工場
136 やまなし１３９ 山梨県医薬品卸協同組合
137 やまなし１４０ （一社）山梨県薬剤師会
138 やまなし１４１ （一社）山梨県歯科医師会
139 やまなし１４２ 桂川ウェルネスパーク
140 やまなし１４３ 韮崎中央公園
141 やまなし１４４ 山梨県重機・建設解体工事業協同組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 識別信号
121 やまなし１２７
122 やまなし１２８
123 やまなし１２９
124 やまなし１３０
125 やまなし１３１
126 やまなし１３２
127 やまなし１３３

　　　 　　　　　　　　
128 やまなし１３５
129 やまなし１３６
130 やまなし１３７
131 やまなし１３８
132 やまなし１３９
133 やまなし１４０
134 やまなし１４１
135 やまなし１４２
136 やまなし１４３
137 やまなし１４４

（一社）山梨県歯科医師会
桂川ウェルネスパーク
韮崎中央公園
山梨県重機・建設解体工事業協同組合

（公社）山梨県建設技術センター
サントリー天然水白州工場
山梨県医薬品卸協同組合
（公社）山梨県薬剤師協会

（一社）山梨県建設業協会身延支部
（一社）山梨県建設業協会峡北支部
（一社）山梨県建設業協会富士・東部支部

（一社）山梨県測量設計業協会

常置場所
（一社）山梨県建設業協会甲府支部
（一社）山梨県建設業協会塩山支部
（一社）山梨県建設業協会笛吹支部
（一社）山梨県建設業協会市川支部

（一社）山梨県建設コンサルタンツ協会事務局
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山梨県防災行政無線（半固定型以外）一覧表

車載型（出力５W)

№ 識別信号 常置場所 使用所属
1 やまなし２０１ 県庁 知事
2 やまなし２０２ 県庁 部長
3 やまなし２０３ 県庁 部長
4 やまなし２０４ 県庁 部長
5 やまなし２０５ 県庁 部長
6 やまなし２０６ 県庁 部長
7 やまなし２０７ 県庁 部長
8 やまなし２０８ 県庁 防災危機管理課
9 やまなし２０９ 県庁 防災危機管理課

10 やまなし２１０ 県庁 防災危機管理課
11 やまなし２１１ 県庁 森林環境総務課
12 やまなし２１２ 県庁 道路維持課
13 やまなし２１３ 県庁 治水課
14 やまなし２１４ 県庁 みどり自然課
15 やまなし２１５ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
16 やまなし２１６ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
17 やまなし２１７ 荒川ダム 荒川ダム
18 やまなし２１８ 大門ダム 大門ダム
19 やまなし２１９ 広瀬ダム 広瀬ダム
20 やまなし２２０ 塩川ダム 塩川ダム
21 やまなし２２１ 北巨摩合同庁舎 中北地域県民センター
22 やまなし２２２ 北巨摩合同庁舎 中北地域県民センター
23 やまなし２２３ 北巨摩合同庁舎 中北建設事務所峡北支所
24 やまなし２２４ 北巨摩合同庁舎 中北建設事務所峡北支所
25 やまなし２２５ 北巨摩合同庁舎 中北林務環境事務所
26 やまなし２２６ 北巨摩合同庁舎 中北林務環境事務所
27 やまなし２２７ 中北建設事務所 中北建設事務所
28 やまなし２２８ 中北建設事務所 中北建設事務所
29 やまなし２２９ 南巨摩合同庁舎 峡南地域県民センター
30 やまなし２３０ 西八代合同庁舎 峡南地域県民センター
31 やまなし２３１ 西八代合同庁舎 峡南建設事務所
32 やまなし２３２ 西八代合同庁舎 峡南建設事務所
33 やまなし２３３ 西八代合同庁舎 峡南林務環境事務所
34 やまなし２３４ 西八代合同庁舎 峡南林務環境事務所
35 やまなし２３５ 峡南建設事務所（身延） 峡南建設事務所（身延）
36 やまなし２３６ 峡南建設事務所（身延） 峡南建設事務所（身延）
37 やまなし２３７ 東山梨合同庁舎 峡東地域県民センター
38 やまなし２３８ 東山梨合同庁舎 峡東地域県民センター
39 やまなし２３９ 東山梨合同庁舎 峡東建設事務所
40 やまなし２４０ 東山梨合同庁舎 峡東建設事務所
41 やまなし２４１ 東山梨合同庁舎 峡東林務環境事務所
42 やまなし２４２ 東山梨合同庁舎 峡東林務環境事務所
43 やまなし２４３ 南都留合同庁舎 富士・東部県民センター
44 やまなし２４４ 南都留合同庁舎 富士・東部県民センター
45 やまなし２４５ 南都留合同庁舎 富士・東部林務事務所
46 やまなし２４６ 南都留合同庁舎 富士・東部林務事務所
47 やまなし２４７ 富士・東部建設事務所 富士・東部建設事務所
48 やまなし２４８ 富士・東部建設事務所 富士・東部建設事務所
49 やまなし２４９ 富士吉田合同庁舎 富士・東部建設事務所吉田支所
50 やまなし２５０ 富士吉田合同庁舎 富士・東部建設事務所吉田支所  

No. 識別信号
1 やまなし２０１
2 やまなし２０２
3 やまなし２０３
4 やまなし２０４
5 やまなし２０５
6 やまなし２０６
7 やまなし２０７
8 やまなし２０８
9 やまなし２０９

10 やまなし２１０
11 やまなし２１１
12 やまなし２１２
13 やまなし２１３
14 やまなし２１４
15 やまなし２１５
16 やまなし２１６
17 やまなし２１７
18 やまなし２１８
19 やまなし２１９
20 やまなし２２０
21 やまなし２２１
22 やまなし２２２
23 やまなし２２３
24 やまなし２２４
25 やまなし２２５
26 やまなし２２６
27 やまなし２２７
28 やまなし２２８
29 やまなし２２９
30 やまなし２３０
31 やまなし２３１
32 やまなし２３２
33 やまなし２３３
34 やまなし２３４
35 やまなし２３５
36 やまなし２３６
37 やまなし２３７
38 やまなし２３８
39 やまなし２３９
40 やまなし２４０
41 やまなし２４１
42 やまなし２４２
43 やまなし２４３
44 やまなし２４４
45 やまなし２４５
46 やまなし２４６
47 やまなし２４７
48 やまなし２４８
49 やまなし２４９
50 やまなし２５０

県庁 部長
県庁 部長

車載型（出力５Ｗ）

県庁 部長

中北地域県民センター

常置場所 使用所属
県庁 知事
県庁 部長

県庁 防災危機管理課
県庁 防災危機管理課
県庁 林政総務課

県庁 部長
県庁

富士・東部建設事務所 富士・東部建設事務所
富士吉田合同庁舎 富士・東部建設事務所吉田支所

東山梨合同庁舎 峡東建設事務所
東山梨合同庁舎 峡東林務環境事務所

富士吉田合同庁舎 富士・東部建設事務所吉田支所

南都留合同庁舎 富士・東部林務事務所
南都留合同庁舎 富士・東部林務事務所
富士・東部建設事務所 富士・東部建設事務所

東山梨合同庁舎 峡東林務環境事務所
南都留合同庁舎 富士・東部県民センター
南都留合同庁舎 富士・東部県民センター

県庁 道路管理課
県庁 治水課

西八代合同庁舎 峡南地域県民センター
西八代合同庁舎 峡南建設事務所

北巨摩合同庁舎

中北建設事務所 中北建設事務所
中北建設事務所 中北建設事務所
南巨摩合同庁舎 峡南地域県民センター

北巨摩合同庁舎 中北建設事務所峡北支所
北巨摩合同庁舎 中北林務環境事務所
北巨摩合同庁舎 中北林務環境事務所

北巨摩合同庁舎 中北建設事務所峡北支所

北巨摩合同庁舎 中北地域県民センター

県庁 自然共生推進課
消防防災航空隊 消防防災航空隊
消防防災航空隊 消防防災航空隊
荒川ダム 荒川ダム
大門ダム 大門ダム

山梨県防災行政無線（半固定型以外）一覧表

東山梨合同庁舎 峡東地域県民センター
東山梨合同庁舎 峡東地域県民センター
東山梨合同庁舎 峡東建設事務所

西八代合同庁舎 峡南建設事務所
西八代合同庁舎 峡南林務環境事務所
西八代合同庁舎 峡南林務環境事務所
峡南建設事務所（身延） 峡南建設事務所（身延）
峡南建設事務所（身延） 峡南建設事務所（身延）

部長
県庁 防災危機管理課

広瀬ダム 広瀬ダム
塩川ダム 塩川ダム
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携帯型（出力２W)

№ 識別信号 常置場所 使用所属
1 やまなし３０１ 県庁 防災危機管理課
2 やまなし３０２ 県庁 防災危機管理課
3 やまなし３０３ 県庁 防災危機管理課
4 やまなし３０４ 県庁 防災危機管理課
5 やまなし３０５ 県庁 防災危機管理課
6 やまなし３０６ 県庁 防災危機管理課
7 やまなし３０７ 県庁 防災危機管理課
8 やまなし３０８ 県庁 防災危機管理課
9 やまなし３０９ 県庁 防災危機管理課

10 やまなし３１０ 県庁 防災危機管理課
11 やまなし３１１ 県庁 防災危機管理課
12 やまなし３１２ 県庁 防災危機管理課
13 やまなし３１３ 県庁 防災危機管理課
14 やまなし３１４ 県庁 防災危機管理課
15 やまなし３１５ 県庁 防災危機管理課
16 やまなし３１６ 県庁 防災危機管理課
17 やまなし３１７ 県庁 防災危機管理課
18 やまなし３１８ 県庁 防災危機管理課
19 やまなし３１９ 県庁 秘書課
20 やまなし３２０ 県庁 警察通信部
21 やまなし３２１ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
22 やまなし３２２ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
23 やまなし３２３ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
24 やまなし３２４ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
25 やまなし３２５ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
26 やまなし３２６ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
27 やまなし３２７ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
28 やまなし３２８ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
29 やまなし３２９ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
30 やまなし３３０ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
31 やまなし３３１ 消防防災航空隊 消防防災航空隊
32 やまなし３３２ 北巨摩合同庁舎 中北地域県民センター
33 やまなし３３３ 北巨摩合同庁舎 中北地域県民センター
34 やまなし３３４ 北巨摩合同庁舎 中北林務環境事務所
35 やまなし３３５ 北巨摩合同庁舎 中北建設事務所峡北支所
36 やまなし３３６ 中北建設事務所 中北建設事務所
37 やまなし３３７ 南巨摩合同庁舎 峡南地域県民センター
38 やまなし３３８ 南巨摩合同庁舎 峡南地域県民センター
39 やまなし３３９ 西八代合同庁舎 峡南建設事務所
40 やまなし３４０ 西八代合同庁舎 峡南林務環境事務所
41 やまなし３４１ 峡南建設事務所（身延） 峡南建設事務所（身延）
42 やまなし３４２ 東山梨合同庁舎 峡東地域県民センター
43 やまなし３４３ 東山梨合同庁舎 峡東地域県民センター
44 やまなし３４４ 東山梨合同庁舎 峡東林務環境事務所
45 やまなし３４５ 東山梨合同庁舎 峡東建設事務所
46 やまなし３４６ 南都留合同庁舎 富士・東部地域県民センター
47 やまなし３４７ 南都留合同庁舎 富士・東部地域県民センター
48 やまなし３４８ 南都留合同庁舎 富士・東部林務環境事務所
49 やまなし３４９ 富士・東部建設事務所 富士・東部建設事務所
50 やまなし３５０ 富士吉田合同庁舎 富士・東部建設事務所吉田支所  

No. 識別信号
1 やまなし３０１
2 やまなし３０２
3 やまなし３０３
4 やまなし３０４
5 やまなし３０５
6 やまなし３０６
7 やまなし３０７
8 やまなし３０８
9 やまなし３０９

10 やまなし３１０
11 やまなし３１１
12 やまなし３１２
13 やまなし３１３
14 やまなし３１４
15 やまなし３１５
16 やまなし３１６
17 やまなし３１７
18 やまなし３１８
19 やまなし３１９
20 やまなし３２０
21 やまなし３２１
22 やまなし３２２
23 やまなし３２３
24 やまなし３２４
25 やまなし３２５
26 やまなし３２６
27 やまなし３２７
28 やまなし３２８
29 やまなし３２９
30 やまなし３３０
31 やまなし３３１
32 やまなし３３２
33 やまなし３３３
34 やまなし３３４
35 やまなし３３５
36 やまなし３３６
37 やまなし３３７
38 やまなし３３８
39 やまなし３３９
40 やまなし３４０
41 やまなし３４１
42 やまなし３４２
43 やまなし３４３
44 やまなし３４４
45 やまなし３４５
46 やまなし３４６
47 やまなし３４７
48 やまなし３４８
49 やまなし３４９
50 やまなし３５０

県庁 防災危機管理課
県庁 防災危機管理課

県庁 防災危機管理課

消防防災航空隊 消防防災航空隊

県庁 防災危機管理課
県庁 秘書グループ

県庁 防災危機管理課
県庁 防災危機管理課

常置場所 使用所属
県庁 防災危機管理課
県庁 防災危機管理課

携帯型（出力２W）

消防防災航空隊 消防防災航空隊

南巨摩合同庁舎 峡南地域県民センター
南巨摩合同庁舎 峡南地域県民センター
西八代合同庁舎 峡南建設事務所

北巨摩合同庁舎 中北林務環境事務所

南都留合同庁舎 富士・東部林務環境事務所
富士・東部建設事務所 富士・東部建設事務所

西八代合同庁舎 峡南林務環境事務所
峡南建設事務所（身延） 峡南建設事務所（身延）

北巨摩合同庁舎 中北建設事務所峡北支所
中北建設事務所 中北建設事務所

県庁 防災危機管理課
県庁 防災危機管理課

消防防災航空隊 消防防災航空隊

消防防災航空隊 消防防災航空隊
消防防災航空隊 消防防災航空隊

消防防災航空隊 消防防災航空隊

県庁 防災危機管理課
県庁 防災危機管理課
県庁 防災危機管理課

県庁 秘書グループ
県庁 防災危機管理課

県庁 防災危機管理課
県庁 防災危機管理課
県庁 防災危機管理課

消防防災航空隊 消防防災航空隊

消防防災航空隊 消防防災航空隊

県庁 防災危機管理課

消防防災航空隊 消防防災航空隊
消防防災航空隊 消防防災航空隊

富士吉田合同庁舎 富士・東部建設事務所吉田支所

東山梨合同庁舎 峡東建設事務所
南都留合同庁舎 富士・東部地域県民センター
南都留合同庁舎 富士・東部地域県民センター

東山梨合同庁舎 峡東地域県民センター
東山梨合同庁舎 峡東地域県民センター
東山梨合同庁舎 峡東林務環境事務所

北巨摩合同庁舎 中北地域県民センター
北巨摩合同庁舎 中北地域県民センター

消防防災航空隊 消防防災航空隊
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管理課修

正 
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121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 

 

第４節 水防対策 

１ 水防の責任 

(2) 水防管理団体の責任 

カ 避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理者

への必要な指示、指示に従わなかった旨の公表（法第 15 条の 3） 

キ 要配慮者利用施設から避難確保計画作成又は避難訓練結果の報告を受

けたとき、必要な助言又は勧告（法第 15 条の 3） 

キ 浸水被害軽減地区の指定・公示及び通知、標識の設置、土地の形状変

更の届出を受理した際の通知・届出者への助言又は勧告（法第 15 条の６、

法第 15 条の７、法第 15 条の８） 

ク 予想される水災の危険の周知（法第 15 条の 11） 

ケ 水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第 17 条） 

コ 緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法第 19 条第 2 項） 

サ 警戒区域の設定（法第 21 条） 

シ 警察官の援助の要求（法第 22 条） 

ス 他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第 23 条） 

セ 堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第 25 条、法第 26 条） 

ソ 公用負担により損失を受けた者への損失の補償（法第 28 条第 3 項） 

タ 避難のための立退きの指示（法第 29 条） 

チ 水防訓練の実施（法第 32 条の 2） 

ツ （指定水防管理団体）水防計画の作成及び要旨の公表（法第 33 条第 1 項

及び第 3 項） 

テ （指定水防管理団体）水防協議会の設置（法第 34 条） 

ト 水防協力団体の指定・公示（法第 36 条） 

ナ 水防協力団体に対する監督等（法第 39 条） 

ニ 水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40 条） 

ヌ 水防従事者に対する災害補償（法第 45 条） 

ネ 消防事務との調整（法第 50 条） 

 

５ 通信連絡 

 (1)～(3) （略） 

第４節 水防対策 

１ 水防の責任 

(2) 水防管理団体の責任 

カ 避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理者

への必要な指示、指示に従わなかった旨の公表（法第 15 条の 3） 

キ 要配慮者利用施設から避難確保計画作成又は避難訓練結果の報告を受

けたとき、必要な助言又は勧告（法第 15 条の 3） 

ク 浸水被害軽減地区の指定・公示及び通知、標識の設置、土地の形状変更

の届出を受理した際の通知・届出者への助言又は勧告（法第 15 条の６、法

第 15 条の７、法第 15 条の８） 

ケ 予想される水災の危険の周知（法第 15 条の 11） 

コ 水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第 17 条） 

サ 緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法第 19 条第 2 項） 

シ 警戒区域の設定（法第 21 条） 

ス 警察官の援助の要求（法第 22 条） 

セ 他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第 23 条） 

ソ 堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第 25 条、法第 26 条） 

タ 公用負担により損失を受けた者への損失の補償（法第 28 条第 3 項） 

チ 避難のための立退きの指示（法第 29 条） 

ツ 水防訓練の実施（法第 32 条の 2） 

テ （指定水防管理団体）水防計画の作成及び要旨の公表（法第 33 条第 1 項

及び第 3 項） 

ト （指定水防管理団体）水防協議会の設置（法第 34 条） 

ナ 水防協力団体の指定・公示（法第 36 条） 

ニ 水防協力団体に対する監督等（法第 39 条） 

ヌ 水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40 条） 

ネ 水防従事者に対する災害補償（法第 45 条） 

ノ 消防事務との調整（法第 50 条） 

 

５ 通信連絡 

(1)～(3) （略） 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

のため 
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126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防管理団体 連絡先一覧 

市町村名 ＮＴＴ電話 ＮＴＴFAX 洪水予報 水位周知 洪水予報 水位周知

1 甲府市
まちづくり部まち整備室
道路河川課

（水防管理団体） 055-237-5842 055-227-8067

市長直轄組織
危機管理室防災企画課

（避難指示発令担当） 055-237-5331 055-237-9911

2 山梨市 防災危機管理課 （水防管理団体） 0553-22-1111 0553-23-2800
防災危機管理課 （避難指示発令担当） 0553-22-1111 0553-23-2800

3 韮崎市 （水防管理団体） 0551-22-1111 0551-22-8479
（避難指示発令担当） 0551-22-1111 0551-22-8479

4 南アルプス市 道路整備課 055-282-6368 055-282-6319
消防課 055-282-7214 055-282-6495
防災危機管理課 （避難指示発令担当） 055-282-6494 055-282-1112

5 北杜市 建設部道路河川課 （水防管理団体） 0551-42-1323 0551-42-1122
総務部消防防災課 （避難指示発令担当） 0551-42-1323 0551-42-1122

6 甲斐市 （水防管理団体） 055-278-1676 055-276-2047
（避難指示発令担当） 055-278-1676 055-276-2047

7 笛吹市
建設部
土木課

（水防管理団体） 055-261-3333 055-261-3335

総務部　防災危機管理
課

（避難指示発令担当） 055-261-3361 055-262-4115

8 甲州市 （水防管理団体） 0553-32-5041 0553-32-1818
（避難指示発令担当） 0553-32-5041 0553-32-1818

9 中央市 （水防管理団体） 055-274-8519 055-274-7130
（避難指示発令担当） 055-274-8519 055-274-7130

10 市川三郷町
土木整備課
公共土木係

055-272-6090 055-272-5601

防災課
防災防犯係

055-272-1175 055-272-2525

防災課
防災防犯係

（避難指示発令担当） 055-272-1175 055-272-2525

11 身延町
建設課
公共土木担当

（水防管理団体） 0556-42-4808 0556-42-2127

交通防災課
交通防災担当

（避難指示発令担当） 0556-42-4809 0556-42-2127

12 南部町 建設課 （水防管理団体） 0556-66-3408 0556-66-2190
交通防災課 （避難指示発令担当） 0556-66-3417 同上

13 富士川町 （水防管理団体） 0556-22-7218 0556-22-7218
（避難指示発令担当） 0556-22-7218 0556-22-7218

14 昭和町 （水防管理団体） 055-275-8412 055-275-5250
（避難指示発令担当） 055-275-8154 055-275-2109

総務課
行政・防災担当

国直轄河川 県管理河川
担当部課名

〇 〇 〇

〇 〇 ○

総務課 〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇

（水防管理団体）
〇 〇 〇

防災危機管理監
防災危機管理課

〇 〇 〇 〇

危機管理課 〇 〇 〇

（水防管理団体）
〇 〇

企画財政課 〇 ○

○

防災課 〇 〇

〇 〇

〇

 

 

治水課修

正 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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１２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

中央市危

機管理課

修正 
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129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報 

（略） 

（１）、（２） （略） 

（３） 洪水予報の担当官署 

予 報 区 域 名 担 当 官 署 

富  士  川 

（ 釜 無 川 を 含

む）
 

甲府河川国道事務所、甲府地方気象台、静岡地方気象
台 

笛 吹 川 甲府河川国道事務所、甲府地方気象台 

 （４） （略） 

（５） 洪水予報の伝達経路及び手段 

     （略） 

 

 

 

６ 国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報 

  （略） 

  （１）、（２） （略） 

（３） 洪水予報の担当官署 

予 報 区 域 名 担 当 官 署 

富  士  川 

（ 釜 無 川 を 含

む）
 

甲府河川国道事務所、甲府地方気象台、静岡地方気象
台 

笛 吹 川 甲府河川国道事務所、甲府地方気象台 

（４） （略） 

（５） 洪水予報の伝達経路及び手段 

     （略） 

対象河川 基準水位観測所

清水端

情報発信事務所 水防管理団体

中北建設事務所 甲府市、南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町

中北建設事務所峡北支所 韮崎市

中北建設事務所 甲府市

峡南建設事務所 市川三郷町

峡南建設事務所 市川三郷町、身延町

峡南建設事務所 身延町

峡東建設事務所 笛吹市

船山橋

南部

南部町

富士川

笛吹川 石和

峡南建設事務所身延支所

 
 

 

 

 

 

 

市川三郷

町防災課

修正 

 

 

 

 

 

 

治水課修

正 
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132 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 県と気象庁が共同して行う洪水予報 

  (1)～(4) （略） 

（5） 洪水予報の伝達経路及び手段 

 

７ 県と気象庁が共同して行う洪水予報 

  (1)～(4) （略） 

（5） 洪水予報の伝達経路及び手段 

（
5）

　
洪

水
予

報
の

伝
達

経
路

及
び

手
段

［
　

荒
川

　
］

［
　

塩
川

　
］

※
　

各
市

町
村

　
水

防
管

理
団

体
・避

難
指

示
発

令
者

の
連

絡
先

に
つ

い
て

は
、

第
8章

 第
2節

「水
防

管
理

団
体

連
絡

先
一

覧
」を

参
照

Ｊ
Ｒ

東
日

本
八

王
子

支
社

オ
ン

ラ
イ

ン
放

送
Ｊ

Ｒ
東

日
本

八
王

子
支

社
放

送
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

防
災

情
報

提
供

シ
ス

テ
ム

東
京

ガ
ス

山
梨

一
般

加
入

電
話

・
Ｆ

Ａ
Ｘ

一
般

加
入

電
話

・
Ｆ

Ａ
Ｘ

防
災

行
政

無
線

陸
上

自
衛

隊
北

富
士

駐
屯

地
第

 1
 特

 科
 隊

防
災

行
政

無
線

オ
ン

ラ
イ

ン

山
梨

県
県

土
整

備
部

治
水

課
（

水
防

本
部

）

山
梨

県
県

土
整

備
部

治
水

課
（

水
防

本
部

）
総

務
省

消
防

庁

総
務

省
消

防
庁

山
梨

県
中

北
建

設
事

務
所

峡
北

支
所

（
河

川
砂

防
管

理
課

）
水

防
支

部
T
EL

 0
55

1-
23

-3
06

2
F
AX

 0
55

1-
23

-3
01

4

共 同 発 表

山
梨

県
中

北
建

設
事

務
所

TE
L 

05
5-

22
4-

16
60

FA
X 

05
5-

22
4-

16
75

甲
府

地
方

気
象

台

山
梨

県
中

北
建

設
事

務
所

（
河

川
砂

防
管

理
課

）
水

防
支

部
TE

L 
05

5-
22

4-
16

60
FA

X 
05

5-
22

4-
17

85

共 同 発 表

甲
府

地
方

気
象

台
TE

L　
05

5-
22

2-
91

01

FA
X 

05
5-

22
2-

37
84

TE
L　

05
5-

22
2-

91
01

FA
X 

 0
55

-2
22

-3
78

4

荒
川

ダ
ム

管
理

事
務

所

国
土

交
通

省
甲

府
河

川
国

道
事

務
所

調
査

第
一

課
国

土
交

通
省

甲
府

河
川

国
道

事
務

所
調

査
第

一
課

塩
川

ダ
ム

管
理

事
務

所

甲
府

市
防

災
対

策
課

甲
府

市
道

路
河

川
課

甲
斐

市
防

災
危

機
管

理
課

甲
斐

市
建

設
課

中
央

市
危

機
管

理
課

中
央

市
建

設
課

Ｎ
Ｈ

Ｋ
 甲

府
放

送
局

山
梨

放
送

北
杜

市
消

防
防

災
課

北
杜

市
道

路
河

川
課

韮
崎

市
総

務
課

韮
崎

市
建

設
課

甲
斐

市
防

災
危

機
管

理
課

甲
斐

市
建

設
課

山
梨

県
警

察
本

部
警

備
第

二
課

山
梨

県
警

察
本

部
警

備
第

二
課

Ｎ
Ｔ

Ｔ
東

日
本

ま
た

は
Ｎ

Ｔ
Ｔ

西
日

本
（

警
報

の
み

）
Ｎ

Ｔ
Ｔ

東
日

本
ま

た
は

Ｎ
Ｔ

Ｔ
西

日
本

（
警

報
の

み
）

山
梨

県
防

災
局

防
災

危
機

管
理

課
山

梨
県

防
災

局
防

災
危

機
管

理
課

大
門

ダ
ム

管
理

事
務

所

Ｎ
Ｔ

Ｔ
東

日
本

山
梨

支
店

テ
レ

ビ
山

梨

テ
レ

ビ
山

梨
エ

フ
エ

ム
富

士

住
　

　
民

エ
フ

エ
ム

富
士

甲
府

Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ

甲
府

Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ

エ
フ

エ
ム

甲
府

エ
フ

エ
ム

甲
府

山
梨

放
送

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リッ

ド
(株

)山
梨
総
支
社

東
京

電
力
パ
ワ
ー
グ
リッ

ド
(株

)山
梨

総
支
社

陸
上

自
衛

隊
北

富
士

駐
屯

地
第

 1
 特

 科
 隊

Ｎ
Ｈ

Ｋ
 甲

府
放

送
局

住
　

　
民

凡
例

Ｎ
Ｔ

Ｔ
東

日
本

山
梨

支
店

東
京

ガ
ス

山
梨

凡
例

防
災

情
報

提
供

シ
ス

テ
ム

東
京
電
力
リニ

ュ
ー
ア
ブ
ル
パ
ワ
ー

株
式
会
社
甲

府
事
業
所

東
京
電
力
リニ

ュ
ー
ア
ブ
ル
パ
ワ
ー
株
式

会
社
甲
府
事
業

所

 

 

 

東京電力

パ ワ ー グ

リ ッ ド

(株)、治水

課修正 
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138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 山梨県が行う水防警報 

（１） 水防警報を行う河川名、区域 

     （略） 

河 川

名 

区域 

荒川 左岸  甲府市山宮町４８３番地先金石橋から笛吹川合流点ま

で 

右岸  甲斐市牛句８８番の１地先金石橋から笛吹川合流点ま

で 

塩川 左岸  北杜市明野町上神取１６６６番の１地先から甲斐市宇津

谷字滝沢５５７７番の１地先まで 

右岸  北杜市須玉町東向１０６８番の１地先から韮崎市本町四

丁目３１２５番地先まで 

相川 左岸 甲府市古府中町６０３３番の６地先から甲府市宝二丁目１

０２３番地先まで 

右岸 甲府市塚原町７番の２地先から甲府市飯田五丁目６５９

番地先まで 

濁川 左岸 甲府市宝一丁目７８番の２地先から甲府市下曽根町３３０

４番地の２地先まで 

右岸 甲府市宝一丁目７０番の１地先から甲府市大津町１８７１

番地の１地先まで 

平 等

川 

左岸 山梨市山根３２０番の１地先から甲府市上曽根町１８３９

番地の３地先まで 

右岸 山梨市山根３４０番地先から甲府市小曲町１５０５番地先

まで 

滝 戸

川 

左岸 甲府市中畑町１２３７番の１地先から中央市高部１０４９番

の２地先新滝戸川橋まで 

右岸 甲府市心経寺町７６番の２地先から中央市高部１９２２番

の４地先新滝戸川橋まで 

境川 左岸 笛吹市境川町藤垈８８５番地先から甲府市白井町９５０番

９ 山梨県が行う水防警報 

（１） 水防警報を行う河川名、区域 

    （略） 

河 川

名 

区域 

荒川 左岸  甲府市山宮町４８３番地先金石橋から笛吹川合流点ま

で 

右岸  甲斐市牛句８８番の１地先金石橋から笛吹川合流点ま

で 

塩川 左岸  北杜市明野町上神取１６６６番の１地先から甲斐市宇津

谷字滝沢５５７７番の１地先まで 

右岸  北杜市須玉町東向１０６８番の１地先から韮崎市本町四

丁目３１２５番地先まで 

相川 左岸 甲府市古府中町６０３３番の６地先から甲府市宝二丁目１

０２３番地先まで 

右岸 甲府市塚原町７番の２地先から甲府市飯田五丁目６５９

番地先まで 

濁川 左岸 甲府市宝一丁目７８番の２地先から甲府市下曽根町３３０

４番地の２地先まで 

右岸 甲府市宝一丁目７０番の１地先から甲府市大津町１８７１

番地の１地先まで 

平 等

川 

左岸 山梨市山根３２０番の１地先から甲府市上曽根町１８３９

番地の３地先まで 

右岸 山梨市山根３４０番地先から甲府市小曲町１５０５番地先

まで 

滝 戸

川 

左岸 甲府市中畑町１２３７番の１地先から中央市高部１０４９番

の２地先新滝戸川橋まで 

右岸 甲府市心経寺町７６番の２地先から中央市高部１９２２番

の４地先新滝戸川橋まで 

境川 左岸 笛吹市境川町藤垈８８５番地先から甲府市白井町９５０番

治水課修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


